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日本林業技術協会



キヤノンワフミクロン光学カミ

日本の自然環境を画像解析しますも

､
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環境保護の問題が世界的な課題であるいま……･･・

キヤノンの特殊光学技術、精密加工技術を駆使し、

マルチスペクトル写真解析用超精密大型ピューワ

ーを完成。民間航測会社･国土地理院･北海道農業

試験所など、日本の国土を護る各方面の研究機関

からのご要望に応え期待されています。
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仕様チヤンオ､ル数3

フイルムサイズ100×100mm以下

有効画而サイズ60×60mm

スクリーン300×300mm

<光学系＞投影レンズキヤノンレンズP300mmF5.6

絞りF5.6～32

投影倍率5僻

投影解像力スクリーン面で7*/mm以上

く照明系＞光源300W沃素ランプ°

色温度3600｡K

フィルター各チャンオ､ル共フィルター交換可能

<レジストレーション＞

X(横軸）？各チャンネル±5mm

Y(縦軸):各チャンネル±5mm

β(回転）：各チャンネル士5．

Z(倍率調整用):各チヤンォ､ル±2%
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空中写真解析装置
キーセノンーマノレチスハミクトノレビューヮー
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CanOn圭遙菫蕊鶏課
104束京都中央区銀座5-9-9公(03)572-4251(大代表） ’ ｜
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販売元：株式会社きもと

160束京都新宿区2-7~1垂(03)356-7645(代）



，
し日本林業技術協会発行

’
社団法人

〒102東京都千代田区六番町7

TEL(261)5281(代）振替東京60448
｜ロ好評発売中ロ

術史
第3巻

造林編森林立地編

保護・食用菌編林 1

育種･育苗･育林・土壌・植生・気象・病害防除・害虫防除・獣害防除

行政からみた病虫害防除・食用菌の栽培の各技術史

B5版･834ページ・上製本。頒価8,500円・送料実費
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鳥獣類に対するきひ効果が強い薬剤です。

固着性よく、長期間効力を持続します。
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第20回林業写真

コンクール佳作

「秋空」

千葉県佐原市

大堀武男
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木 は 生き て (ｨ、 ろ

こはらじろう

小原二郎

(千葉大学工学部教授）

1．鉄筋文化への反省

西洋文化に対する日本文化の対比は，しばしば鉄に対する木でたとえられる。われわれの生活環

境は長い間〃生物材料〃によって形づくられてきた。そのため，木材的思考が日常の行動や嗜好に

つながっていることは否定できない。だが，いま，住まいの環境は，好むと好まざるとにかかわら

ず，鉄の文化の方向に大きく変わりつつある。木材文化で育ってきたわれわれがそれに対して，ど

のように対処していったらよいであろうか。本文では，木の評価法について考えて承たいと思う。

明治のはじめまでは，木材はいちばん重要な材料の一つであった。木材がなければ，建築も土木

も，さらには国土開発から戦争さえもできなかったからである。今世紀になって，鉄やガラスが普

及し，軽金属やプラスチックが手軽に使えるようになってから，木材は第二刺料，第三材料的な取

扱いを受けるようになった。このままいけば，もはや木材はいらなくなるのではないかという印象
さえも与えるほどである。

だが最近になって,事情は少し変わってきた｡木材のよさをもういちど認識しようという動きが，

少しずつではあるが承られるようになった。それは鉄筋文化への反省という立場からである。われ

われはこれまで，鉄とガラスとコンクリートで囲まれた空間をつくれば，それが時代の先端を行く

文明の象徴だというイメージをもっていた。しかし，それではどうも落ち着かない。公共建築のよ
うな昼間の建物はそれでよいとしても，住宅のような夜の生活をともなう建物では，どうもなじ承

にくい。冷たい無機質の材料よりも，木材のような原始的な素材の中に，なにか人間くささといっ

たものがひそんでいることに気がついた。それは理屈ではなくて，生物的嗅覚による嗜好といった
ほうが当たっているかもしれない。

さきごろ，ある機会に木材の専門家たちが集まって，生活環境を構成する材料としての，木材の
優秀性をなんらかの形で科学的に立証することはできないかということを話し合った。結論として

は現段階ではおそらく不可能であろうという話になった。その理由は，熱とか，音とか，振動とか

いった物性のどの性能項目を取り出して調べて承ても，木材はほかの材料にくらべて，最下位では
ないにしても最上位にはならない。平均して3位から5位くらいの中間のところに位置している。
だから優秀さの決め手になるようなデータは期待しにくい，というのである。

そのときこういう意見がでた。その結論は抽出した性能項目について，いちばん上位のものを最

優秀だと象なす縦割り式評価法の欠陥である。そういう考え方をしないで中位でもバランスをとっ

て横に広がりをもつような材料にもよさがある，という新しい横割り式の評価システムが採用され

ないかぎり，木材などという材料のよさは浮かびあがってこない。そのことは人間の評価法のむず：

－1－



かしさと似ているのではないか。数学とか理科とかいう一つの軸で人間を縦割りにして，その能力

が高ければ，それが優秀な人材だというこれまでの評価法は，考えて染ると疑問がある。

たしかに，今の社会では，縦割りの軸で切った上位の人たちが指導的役割りを占めていることは

否定できない。しかし実際に世の中を動かしているのは，各軸ごとの成績は中位でも，バランスの

とれた名もない人たちではないか。頭のいい人というのは，とかく癖があってなじゑにくいもの

だが，バランスのとれた人は，人間味豊かで親し承やすい。頭のいい人はたしかに大事だが，バラ

ンスのとれた人もまた，社会の鱗成上欠くことのできない要素である。いままでのような評価方法

では，そういう人たちのよさは浮かんでこない。思うに生物の社会というのは，きわめて複雑だか

ら，縦割りだけで評価することには矛盾があろう。

木は人間と同じように生物で，細胞という生物の遺体が無数に集まってできたものである。だか

ら木材という材料は，もっと多元的な評価法で考えて承る必要があろう。繊維についても事情は同

じだ。もめんも絹も縦割り式の試験では第一位にならないが，総合的に承たとき，いちばん秀れた

繊維であることは誰もが肌で知っていることである。

人類学の話をするとき，バタ臭い顔，日本人的な顔，のっぺりした顔という表現を使うとたいへ

んよくわかる。だがこういう文学的な表現では学問にはならないという根強い風潮があ愚。だから

顔の骨を精密に測定して計算機を回すことになるが，いくら計算機を回してみても，バク臭さや日

本人らしさは，いまのところ出てこない。同じことが木材についてもいえるのではなかろうか。

ここでいま,われわれのもっているもの叫呼の体方悸つい欝えてみることにし榎｡.およそ
ものを知るには三つの方法がある。それは分けるとつかむとさとるとである。第一の分けるという
のは，対象を順次分解していって,その最終末端のエレメントがすべてわかれば,それで全体がわか
ったとみなす分析的な理解の方法である。これはヨーロッパ的な考え方で，われわれが明治以降受

けてきた教育は，すべてこれであった。分けるという字と分かるという字が同じなのもそのためだ
し,解明という字が使われるのも,分解すれば明らかになるという思想が根底にあったからである。

一方東洋では，これに対してつかむという考え方をする。これは分析的と逆の方向のもので，はじ

めにまず，ものを全体としてとらえようとする。そして必要に応じて細部をおさえていくというや
●●●

り方である。日本では古くから，このつかむというとらえ方が得意で，わが国の文化も芸術も，ぼ
とんどこれを塾難にしてできあがってきたといってよい。

三番目のさとるというのは，分析と総合とを組象合わせて，しかも一段次元の高いところから理
解しようとする方法である。古来，高僧たちが修業の目標としたのは，これであった。ヨーロッパ

的分析法も，その最終のねらいがここにあることはいうまでもないが，ただ入口が東洋とは違うの
である。わたくしはさきに木材のよさは，横割り式のシステムによらなければ出てこないだろう，
と書いたが，それはまた，いま述べたつかむに対応する考え方の意味でもある。
木材の研究の方向は，これまでほとんど分析式一本槍であったようにわたくしは思う。このあた
りで研究の流れを変えて，もう少しソフトな方向に向けてふたらどうであろうか。たとえば木のよ
さはなにかと専門家に質問すると〃温かくて親しゑがある〃という答えが返ってくるが，それ以上

の説明がないから，素人の答えと同じになって説得力がない。だが，木を使う人は建築家もユーザ

ーもそれを専門家から聞きたがっているのである。その説明は，必ずしも物理学的，化学的でなく
てもよい。むずかしい数式はいらないから，なるほどというもっと素直な肌にとけあう説明を欲し
がっているのである。

し
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2．木の人間くささ

木は人間くさい材料である。1,300年たった法隆寺の古い柱と，新しいヒノキの柱と，どちらが

－2－
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強いかと聞かれたら，それは新しいほうさと答えるに違いない。だが，その答は正しくない。なぜ
なら木は切り倒されてから200～300年までの間は，曲げ強さの硬度はじわじわとあがって，2割

くらいも上昇する。この時期を過ぎてのち，全体に弱くなりはじめるが，その下がりカーブのとこ
ろに法隆寺材が位置していて，ちょうど新材と同じ強さになっているからである。

バイオリンは古くなると音がさえるというが，それはこの原理で証明できる。そして音がよくな

るのはある時期までで，無限につづくと考えるのは錯覚だということもわかる。こうした木の強度
の変化の経過は，いかにも生物的だ。たとえば骨が年をとるにつれて硬くなり，やがてもろくなっ

ていくのと似ている。

無機質の材料は新しいときがいちばん強くて，年代の経過とともに弱くなるのが普通である。機
械も同じで，新しいときがいちばん性能がよい。こういうものの価値は，年代の経過とともに直線

的に低下する。ところが機械を使う人間のほうは，はじめは能率があがらないが，だんだん習熟し

てカーブは上昇する。この組み合わせを研究するのが人間工学だが，無機系のものと生物系のもの

とでは，その特性曲線に大きな遠いのあることに気がつく。

科学技術の急速な進歩で，われわればすべての対象を物理的・化学的に分析すれば，それでこと

は足りると考えてきたきらいがあった。だが生命をもっているものはたとえ単純な材料であっても，

無機質のものとは違って，もう一つの神秘的な次元をもっているらしい。そうした神秘性が，実は

人の心になにかを訴えているのである。

木は生きている。わたくしはこれまでの研究の中からそれを顕微鏡を通して感じ取ったが，考え
て承るとそれは誰もが知っていることであった。ただ機械文明の激しい流れに押し流されて，とか

く忘れがちになっていただけのことである。串田氏は誰もがそのことを知っている例として名もな

い樵夫の，次のような言葉を書いている。「猟師は一瞬のうちに獣を殺せるからまだいいが，自分

たちは鋸でじわじわ木を殺していくのでよけいにつらい。木に上衣をひっかけるのでさえも枝が重

くてかわいそうだと思う｡」というのである。ちかごろ『人間の尊厳」という言葉がしばしば使われ

る。たしかに，人間の尊厳は大事なことに違いないが，それよりもう一段上に『自然の尊厳』があ
ることをわれわれは忘れてはならないであろう。

いうまでもないことであるが，人間はもともと自然界の中の一つでしかない。それなのに，近代

科学の進歩によって，やや人間中心の考えに走りすぎたのではないだろうか。そして考え方も，専

門的，部分的に片寄って，総合性を欠いたうらみがあるのではないだろうか。もしわれわれに祖先

がもっていたような，山川草木のすべてに霊性を感ずるような素朴な感覚が失われていなかったと

すれば，自然破壊や公害も，これほどまでにひどくはならなかったのではないかと思う。いまわた

くしたちには，人間中心の偏狭な思想から脱して，植物とも，動物とも，さらにはすべての人だと

も手をにぎり合っていく英知への反省が，強く求められているのではないだろうか。木に囲まれた

インテリアは，そうした自然への反省を静かに語りかけてく’れるように，わたくしは思う。

法隆寺の宮大工として古い家柄をつぐ西岡常一氏は，つぎのように述べている。われわれ大工は

心のままに木を切り刻むことのできる道具が必要であるが，それは和鉄和鋼でつくられた刃物でな

くてはだめである。法隆寺の修復のときは，古い鉄を使ってやりかんなを作った。こんどの薬師寺

の復原にも，法隆寺の古い鉄を溶かして道具をつくることにした。それでなくては，古い建物の鋭

く温かく滑らかな仕上がり線を出すことができないからである。

釘についても同様で，飛鳥の釘は，太くたくましく，生命をもっている。古い釘はひと塊りの地

鉄を，鍛え打ち，鍛え打ちしたものであるから，その中に薄い何千，何万枚という鉄の層が含まれ

ているので，表面が錆びても，つぎつぎに新しい層があらわれる。だから木をつなぎ止めて，よく

千年の風雪に耐えることができた。
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いまの洋釘の寿命はせいぜい20年しかないというのである。氏の鍛えに鍛えた何千枚もの層と
いうのは，木の年輪のような効果をもつのであ,ろう。物理試験による解析の結果からは，和釘と洋
釘のそうした微妙な違いは出てこないけれども，千年という歳月の自然のいとなゑは，両者に差の
あることを教えてくれるのである。

西岡氏は生命のない鉄も，鍛えることによって生命をもつことを，長い体験を通じて見出してい
る。土もまた原料そのものは無機質だが，火をくぐって陶器になると生命をおびてくる材料であ
る。ところが木は，はじめから生命をもっている。だからこそ，それを生かして使うわざをいっそ
う強く望んでしるのである。

木が生きていることは，ウイスキーの樽を思い出すとよくわかる。ウイスキーはナラの樽に入れ
て，長い年月をねかせておく間に，味にあの独特のまる承がついてくるのであるが，それには厚い
樽材を通しての空気の呼吸が必要である。だから剛ｵのよしあしは材の呼吸の度合いが決め手にな
る。樽の用材にはもっぱら白ナラが使われるが，赤ナラは使えない。空気の呼吸がよすぎて，酒が
漏れてしまうためである。

そもそも木が生きている立木の間は，根から吸い上げられた水は，細胞を通って梢の先端にまで

あがっていく構造になっている。ところがいったん切り倒してしまうと，こんどは水が漏らなくな
るというのは，いかにも不思議な話である。だがこれには秘密がある。細胞膜はもともと水を通さ

ない性質のものだから,根からの水を吸いあげるために膜には多数の孔があいている。この孔には，
その一つ一つにバルブがついているが，もはや水を通す必要がなくなると，バルブは閉じられてし

まう。そのうえ水を通す専用の目的で分化した広葉樹の道管でさえも，用がなくなると分泌物でふ

さがれてしまうのである。この閉じられた方の度合いが実は樽材としての適否の分かれ目になる。
近ごろ印刷技術の発達によって，ちょっと目には自然の木とまったく区別のつかないほどのもの

ができるようになったが，本物の木と印刷の木目とがやはりどこか違うのは，一方にはこうした造
化の神の微妙なしくぷが含まれているからである。あの薄くて小さいかんなぐずの中にもこうした

神秘のメカニズムが何千，何万と含まれていると思うと，かんなぐずでさえも捨てるのが惜しいよ
うな気さえするのである。

ザ

凸

エ

ー

、

3．木とプラスチック

木の生きているもう一つの例として，あてをあげよう。

斜面に生えている樹木を承ると,地面からいきなり鉛直方向に生えてはいない｡根元のところで，
いったん斜面に直角に近く出てから，空に向かって鉛直に伸びている。つまり根元は，弧状をえが

いているのである。この弧状の部分の切株の断面をゑると，斜面の下側寄りの半分は年輪'幅が広く

上側寄りの半分は年輪が狭い｡つまり樹心は上側のほうに片寄って，下側が多く成長しているので，
ある。ところで，この下側の広い年輪の部分の細胞は，ふつうあてといわれる部分であるが，この

細胞は硬くて強い。一般に加工しにくくて狂いやすいので，用材としては嫌われる。ところが樹木
’のほうからいうと，この部分が硬く強いということは，樹体を安定して支持するための必須の織造
である。

鉄筋コンクリートの梁をつくるとき，圧縮に強いコンクリートは上側に，引張りに強い鉄筋は下
側に配置するが，あては樹幹のなかでこのコンクリートの役目を果たしているのである。同じこと

は枝についてもいえる。枝は先端に荷重がかかるから，下側は圧縮応力が働く。そこでこの部分に

あての組織ができて,力のバランスをとっているのである。こうした微妙な適応が行なわれるのは，
植物ホルモンの作用によるものといわれている。

以上に述べたところは，いずれも針葉樹についての話であった。ところが，同じ樹木でも，広葉
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樹の場合は適応の仕方が違うのである。たとえば枝についていうと，広葉樹の場合は，針葉樹のよ
うに，下側に圧縮に強い組織をつくらない。反対に上側に，引張りに対して強いゼラチン質の細胞

組織ができて，外力につり合う椛造になるのである。

このように，外界から刺激を受けると，いつの間にかそれに適応するように組織がつくられてい

くということ，さらにまた，その適応に対する解決の仕方が，針葉樹と広葉樹とでは違うというよ
うなことは，いかにも木が生きているという実感をわれわれに与えるものである。こうした微妙な

生命のいとなみをもつ材料に，われわれはなにか心をひかれるものを感じるのである。

ここで木と対照的な立場にあるプラスチックについて考えて承よう。プラスチックははじめての

人工材料だという。鉄も石も自然にあった材料だが，プラスチックだけは人間がつくり出さなけれ
ば地上に存在しなかったものである。そういう意味で大きな期待がかけられて登場した事情はうな

ずける。われわれのまわりを承てもプラスチックがいっぱいだし，ゴミ戦争でもこれがいちばん目
立つのは，そのことを裏付けしているようにみえる。

はじめての人工材料がプラスチックなら，はじめての自然材料は木だといってよいだろう。とこ

ろで建築の領域を見まわしてゑると，プラスチックはどう桑ても本命にはなっていない。どちらか

というと穴埋め的な使い方をされている。むしろ原始的な木のほうが重要な領域を占めているよう

だ。なぜであろうか。

木は朽ちてやがて自然に戻る。だがプラスチックは不滅で，人間が生み出したと同じだけのエネ
ルギーをかけない限り，あのなまなましい色を永久にさらす。それがはかない生命をもつ人間に抵

抗を感じさせるのかもしれない。

人間はもともと生きものだから，生物材料が肌に合う。その次は自然材料だ。土は無機質だが，

火という不確定な因子をくぐって陶器になると，生命をおびる。石は地球という大きなカマの焼物

だ。そう考えれば，いまアメリカの異常な石のブームも理解できる。だがプラスチックは，われわ
れの生物的嗅覚の紙一重向こうに位置する材料らしい。

これも本流になりえた理由の一つだが，もっと大きな原因は，使い方を誤っているところにある

といってよい。プラスチックはもともと一品生産の工芸的用途に適する性質をもっている。それな

のに量産方式の代表にさせられてしまった。なんでも小器用につくれるので，近代産業の技術にス
ポイルされてしまったのである。器用貧乏の犠牲になっているといったら，あたっているかもしれ

ない。

以上，わたくしは思いつくままに，木の特性について書いた。これはいわゆる論文の中にははい

らない。だが木でものをつくるときは，こうした雑文のほうが，いかめしい数式よりも，けつこう
役に立つことが多い。わたくしは木材の専門家によって，そうした点がもっとわかりやすく解説さ
れて，木を使うよりどころがはっきりしたらたいへんありがたいことだと思う。しかしそれは望承
簿のようである。なぜなら，そうしたテーマは若い人に期待するよりほかはないが，いま学会でそ
んな文学的発表をするには，非常な勇気がいるし，たとえ発表しても異邦人扱いになるだろうから

若い人の育つ見込みはない。つまり基盤ができていないのである。

それなら全く望象はないであろうか｡わたくしは，もし国立の研究所なり大規模の大学あたりで，

老練の大先生がしばらくのあいだ防波堤になって，なにをやってもいいと時を与えてやれば，きっ
と若い人が育ってくれるに違いないと思う。問題はプールをつくってやるかどうかの問題である。
日本のサル学はいまや世界的に高い評価を受けているが，その初期にはやはり同じような事情があ
ったようである。だがプールをつくる必要を痛感した先生がいて，京大を中心にああした形で発展
していったという。木材学の研究も，サル学のたどった道を学ぶべきではないか，とひそかに思う
のである。
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､､大学で，限られた林学を進めていることもあって，多

方の批判，叱正をうけるかとも思うが，反面，専門外の

大学で比較的気楽にものをいえる点もある。
森林

●

林業
が

I森林・林業の認識

森林･林業が広く認識を得るためには,まず都会の入念

の自然に対する認識および森林に対する認識さらに林

業に対する認識の程度について知っておく必要がある。

筆者が住む奈良公園に来る観光客，および県下の小学

校，中学校，高校でのアンケート調査から総合して，都

会の人盈の自然とは，その多くが森林（森）であり，そ

の森林とは，原始林（天然林）を指している。森林に対

する知識を得た場所については，国立，国定等の自然公

園がぼとんどで，その方法については，ガイドブック，

パンフレット，現地での説明等である。林業については，

観光客対象では比較的多く知っているが，小，中，高校

生ではほとんど認識されていない。両方を通じて問題提

起をされたことは，森林＝原始林＝自然の認識からであ

ろうが，林業ば，自然を破壊するという答えが一部出さ

れた。この調査の総まとめがまだなので一端を述べたに

すぎないが，国民の求める自然と侭，原始林的な森林そ

のものであって，林業に対する認識はきわめて低く，林

業本来の姿が十分理解されていないものと考えられる。

森林の経済的機能の発揮は，林業の大きい課題であ

る。このことに関連して，小，中，高の学校を対象に，

木材の種類をあげてもらったところ,b,ずれもラワン，

米材が最も多く，スギ，ヒノキ等国内産材の樹種をあげ

た者が少なかった。以上現在筆者が行なっている林業に

ついての意識調査の中間的な概況を述べたが，昭和46年

11月，経済同友会が出した「21世紀グリーン・プランへ

の構え－新しい森林政策確立への提言一」は，筆者の推

測であるが，このような国民の森林・林業に対する意識

を踏まえてのものでなかろうか。もし少しでも上記のよ

うな意織を考えての提言であれば，われわればこの提言

を十分検討し，取捨選択して林業の方向づけをする必要

があろう。たとえば，木材の需要に見合う国内産材の供

給ができない状況から，外材依存の立場が，生徒のアン

ケートの上に，木材とは，ラワン，米材と現われ，同友

会の提言のなかに，木材は輸入によりまかな↓,，なお代

替品でもって満たしうることを示している。林業が，森

林を基雛として営む業である以上，森林の経済的機能の

重要性について，公益的機能の発揮とともに強調し,P

Rする必要がある。ともあれ，国民が自然＝森林の認識

が強まっている今日，森林に対する林業の働きについて

積極的な構報活動をすべきである。森林の健全な造成を

広く認識を

得るために

ひらたよしふ熟

平田善文

(奈良教育大学林学研究室）
亀

垂
一

まえがき

森林資源の欠乏が国民的感情に意識されてくると，そ

れは単に将来の林産物の供給の欠乏として心配されてく

るだけでなくて，森林そのものの欠乏が国民生活の環境

の悪化，すなわち国土の荒廃，気候の悪変，観光休養資

源の喪失などとして注視されてくる。これは島田釧蔵博

士が，昭和25年林学概論に書かれた文である。い承じ

くも今日の事態をいいあてているとも考えられる。すな

わち，昭和30年以降わが国の経済が，工業を中軸とし

て急速な伸長をとげた反面，人口の都市集中，これにと

もなう都市および周辺の森林の荒廃,破壊,大気の汚染，

水質の汚濁等生活環境の悪化を招来した。一方，化学工

業の発展にともなう原材料としての木材，また住宅等の

構造材料としての木材の需要の増大に対し，経済的な立

場からの供給の要請にこたえ，国有林を中心に奥地林の

開発を余儀なくされ，その結果，水源かん養の問題，自

然破壊の問題を招く結果となった。このような背策から

国民的感情が，森林の経済的機能にも重して公益的機能

の発揚を強く要望する状況を招いたといえる。このよう

な結果を招来した要因については，多くのことが考えら

れよう。けっして林業の象の責任ではない。しかし，林

業が，森林を基盤として営まれる業である以上，この問

題を避けて通るわけにはいかない。筆者はむしろ林学，

林業の領域の問題として積極的に取り組んでゆくべきで

なかろうかと考える。

この姿勢こそ，森林・林業が広く認識を得るための基

本であると考える。以上の考えによって，私見を述べる。

もとより浅学であり，震た教育大学という農学部でな

一
〆
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仕事とする林業が，自然破壊者としての告発をうけるよ

うな誤解は，今後の活動において解いてゆかねばならな

い｡

もこのようなビジョンの樹立を期待しているとも考えら

れる。これは林業にたずさわる山村の青壮年層の特に強

く要望している点であって，過疎現象の一つの要因には

単なる所得の較差の象でなく，林業に対する夢がないこ

ともかかわっている。
11林業の今日的課題（主体性確立のために）

林業が，森林を韮盤として営む業である以上，森林の

有する経済的機能と公益的機能の調和を考えた政策，経

営をしなければならない。このことは少なくとも林業に

たずさわる者としては，従来から林業の概念を「林地の

合理的な取扱いによって，国民の社会的ならびに経済的

福利増進に寄与せしめる活動」と解し，その活動の目的

を，森林の造成，保育，保護，管理し，林産物の永久保

統生産をはかり，その林産物を国民の消費生活ならびに

商工業方面の産業活動に有用に役立てるばかりでなく，

森林のもつ福利作用，すなわち国土保安作用，観光休蕊

資源的価値等の効用を保持するの象ならず，すすんでこ

れを増進充実せしめてゆくことと認識して来ている。

さらにば，昭和30年以降の経済の高度成長政策に即

して，林業の近代化，特に産業としての基盤の確立のた

め，昭和39年に林業基本法の成立を見た。この埜本法

成立にいたる3年有余の専門調査委員会での討議内容お

よび膨大な資料は，その都度関係誌等で知らされ，およ

その概念を知ることができた。今再度林業基本法を読ん

で，先述した林業の概念に矛盾を感じない。産業として

の基盤確立への強い意向の現われが，自然保謹の面か

ら，経済至上的であるといわれる根拠になっているよう

であるが，学術的に価値ある森林猿さておいて，健全な

る森林の造成，保存には，放置した形では十分でない。

生態学，生理学を基礎とした適切な撫育が必要である。

また林業の長い将来を考えた場合，わが国では特に天然

資源の再生産を図りうる唯一のものであって，森林の経

済的機能を全く考慮しないということでは，全く主体性

を失う結果になりかねない。このような意味から筆者

は，林業の概念および概念とは全く離反することのない

林業基本法の主旨に沿った政策の樹立，技術の開発を稜

極的に推進する必要があると考える。さもなければ，森

林そのものの認識はされても，林業は永久に認識されな

い。木材は外材で，さらには代替品で押し流されてしま

っては，もはや林業というよりばむしろ単なる森林管理

に限られてゆくとも限らない。外材に依存せざるをえな

い現況ではあるが，国内産材の需要構造への地位を確保

すべきであろう。

これを要すに，林業が主体的な立場で，社会，経済，

国民の森林，林業に対する要請にこたえるべき，ビジョ

ンの確立を図るべきであると信ずる。国民的要望の中に

11政策および林業技術

林業基本法の成立により，林業の近代化を図るめどが

つきかけた時点において，高度経済成長による生活環境

の悪化の余波を森林を基盤とする林梁が，もろにかぶっ

た感が強い。加えて経済同友会の先述の提言は，林業政

策を公益性優先による森林政策への転換を字句どおり迫

っている。このような状況のなかでの政策の樹立は容易

でないことは十分理解できるが,先述の林業の概念およ

び，林業基本法の主旨にもとづいて，提言の内容，森林

に対する国民的要望を吟味して，主体的に策定されるこ

とが必要であろう。（林業の体質のなかにも政策路線に

乗らない要因もあるが）この意味から，国有林における

国民休養林対策，また二次林柵に鐙ける民有林での森林

総合利用計画は時宜を得た政策といえよう。国有林にお

ける休養林に関しては，林業技術者による管理，森林の

保護等専門的な立場で十分実効をあげうると考えられる
が，二次林構で実施される森林総合利用計画に関して

は，十分な指導，助言とともに実施後における，国の予

算的措置の必要を痛感する。もちろん自主的な計画にも

とづくものであって，当然自主管理を行なうのが立前で

はあるが，事業主体である市町村，あるいは協業体の予

算に限度があること，専門技術者の不足等によって，単

なる観光事業に随すること，極端な場合は観光資本の導

入のいと口になりはしないかとの懸念をもつ。あくまで

も森林の経済的機能の役割を果たしつつ，公益的機能の

発総のためのものでなければならない。この意味から十

分のアフタケアーをとの考えである。

吹いで，伐採，造林について，民有林の伐り借しふ，

造林の停滞が問題とされる。筆者の考えでは，断言はで

きないが，造林に対する助成嚇助）の打切りが大きく

響いているのではなかろうか。森林の伐採は，自然破壊

に連なるという思潮はうなずけるが，林業は，森林の造

成を裏づけとする点から，木材の供給促進とあわせて，

再造林に対する助成措置の対策を必要と考えられる。

なお付言すれば，外材の輸入による木材の需給構造

は,むしろ外材依存の形から外材主体に変革しつつある。

国内産材の生産方向は，地域林業の歴史的な発展過程な

らびに市場関係の違いはあるが，形質本位の生産に向か

わねばならないと考える。勢い吉野林業のごとく長伐

少

●
》

へ

●
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期，集約保育による。過疎化による林業労務の不足，老

齢化について，大きな課題といえよう。山村の社会構造

に立却した政策樹立の必要性が考えられる。もちろん山

村での産業を林業であることには論をまたない。

次に政策と技術に関連して，都市および周辺に失われ

た緑の復原の計画が，自治体あるいは公共団体，さらに

企業にまで及んでいる。これらの計画の多くは，森の造

成である。林業は森林の造成には大いなる使命感と技術

的な自負がある。わが国の地形から，森林は山での意識

は強いが，諸外国の例をひくまでもなく，都市に，また

平地に森林を造成しても不思議ではない。今日失われた

緑の再生運動が進められていることから，政策面と技術

面によって，都市緑化，平地林の造成に積極的な施策と

技術による実践活動を展開すべきでなかろうか。林業技

術のなかで，森林の造成に必要な基礎学として生態学を

学び，樹木学をも学び，さらにほ造園学も含まれて修得

している。

なお林学の先錐は多くの研究資料を残し，今日林学領

域における生態学の進歩に著しいものがある。

山と平地，二兎を追うもの朧云だのことわざは，われ

われに通用しない。山であろうと，平地であろうと環境

は違っても土地には変わりがない。われわれが対象とす

る森林は土地と林木の要素でなりたっており，樹木の叢

生する土地を森林という概念は生きているのである。

Ⅳ林業の教育について

あえて林業の教育と書いたのは，林業に関する教育の

方法，あり方に，高等学校段階の林業および，大学にお

ける林学の専門教育と，小学校，中学校の義務教育の段

階における他教科との関連においてふれられる内容のも

の，さらに範囲を広げて，現在実施されている緑化推進

運動の一環として展開されている学校林，学校環境緑化

をも含めたからである。

まず専門教育について述べる。戦前における専門の林

業については，実業学校,専門学校，大学の三段階に分

かれて，それぞれ卒業後はそのほとんどが，官公庁を初

めとして製紙会社，パルプ会社，合板，木材会社等専門

をいかしうる関連産業方面に進んだようである。

戦後，アメリカの占領政策のなかで，最も強く改革を

要求されたのは，教育制度の改革であったといわれる。

憲法の主旨によって，教育基本法を制定し，制度的に

小学校6年，中学校3年，高等学校3年，大学4年，い

わゆる現行の6，3，3，4制が施行された。最も大きな

改革は，旧中等学校の5年生が，新制高等学校として3

年制になり，小学校と高等学校の間に義務教育制の新制

中学校が新しく設けられたことであろう。しかも内容的

には，総合制，男女共学および小学区制と俗にいわれる

高校三原則が施行され，旧中等学校が最も混乱した。そ

の後次第にこの三原則は崩れ，地域に見合う制度に改善

される。

高等学校における学科の設置は，普通科，農業科．，工

業科，商業科，水産科および家庭科の6学科のなかから

地域の中学からの進学者の選択性を重んじ，また地域の

実態に即して，選択して設置することになっている。林

業は農業科の課程として位置づけられ今日に至ってい

る。したがって，教育内容については，文部省から指示

される農業科の学習指導要領に定められているものに準

ずることになっている。駄足ながら林業の教員免許状は

「農業」であって林業ではないことを付言しておく。

以上の状況の中で現場の教師は，林業科の学校内での

位置づけに非常に苦労をした。筆者も職場上関係した

が，高校教育の中で他の学科に比して林菜科がいかに軽

視されるかを経験した1人である。戦後28年，教育制

度改革後26年，その間学習指導要領の改正が3度あり，

改正ごとに林業科の教育課程の組承立てに苦労を重ね

る。ことに林業が経済，社会の情勢に応じての対応が，

学習指導要領の改正に現われて来る現況の中で，高校の

林業教育の方向づけに苦慮しているのが実情である。高

校林業教育の最近の問題は，卒業後の就職の不安定であ

ることから応募者の少ないこと，応募生徒の質の問題で

ある。林業教育の名門といわれる吉野林業高校は，家庭

科と併設されているが，ここ数年間，定員を割る実情で

ある。全国に林業科を設ける高校およそ90校であるが，

いずれも同様の問題を抱えていると考えられる。林業に

関する技術を習得し，就職を林業以外に求める現状，ま

た後継者養成についても，林業に夢なしとして就職する

者の多い現況に対して深い関心をもつべきである。森

林，林業が広く認識を得るためには，これらの長い林業

技術者をして希望を与えうるような林業の方向づけがき

わめて大切でなかろうか。

大学における林学教育については，新制大学発足と同

時に，大学の自治，研究の自由に支えられて自主的にそ

れぞれの大学の内部で林学科を発足させ，今日多くの研

究，多くの卒業生を社会におくり出している。あえて高

校と共通の問題があるとすれば，卒業生の就職が，専門

外の場に求めねばならないことのようである。卒業生の

就職先の多様化は反面，林業が一般に認識されうるため

にいいことではあるという話も聞くが，それの象では林

業あるいは，林学の教育の真価を問われねばならなくな

るおそれもある。
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小学校，中学校においては，義務教育という立前から

埜礎教科に重点がおかれる。林業については，小学校で

社会の産業で，また理科の生物と環境のなかで森林を教

材としている。中学校では，変遷があったが，技術・家

庭科で，木材加工という単元で，材料として，また木材

と生活とのむすびつきについて取り扱われている。林業

サイドでばなく，あくまでも工作材料としての取扱いで

ある。いきおい工作段階で材料選択にあたって，比較的

安価で，均質で入手しやすいラワンがほとんどである。

先述のアンケートの結果がうなずける。

以上が林業の教育（学校教育）の実情である。他の避

業，商業，工業あるいは水産等に比して，学校教育のな

かにおける林業については，高校では軽視の傾向にあ

り，義務教育段階ではほとんど浸透していないというの

が実備であろう。筆者の経験では，義務教育段階になお

十分基礎教科の中に林業および森林の素材を受け入れる

素地があると考えている｡林学関係,林業関係の人為が，

専門的なことにのゑ目を向け，森林・林業が広く認識を

得るための，教育の場，内容に注目することを怠ってい

る感が強い。

ている。

全国の大学の演習林でも制度上許され，また専門の研

究，教育を阻害しないならば，専攻学生をリーダーとし

た演習林講座(仮称)を開識し，広く学生に森林，林学の

認識を深め，専攻学生もまた林学に自負をもつことにな

らないだろうか。筆者の大学が実施したからという意味

でなく，あくまでも森林，林業が広く認識を得ることの

重要性を感ずるがための一例としてあげたにすぎない。

けっして干渉あるいは批判の意味でないことをおことわ

りしておく。

戦前の愛林思想を背景として，戦中，戦後の国土の荒

廃を緑化しようとの主旨によって全国的に幅広く展開さ

れた緑化推進運動は，今日もなおいよいよ盛んとなって

いる。この運動は，森林，林業を広く認識を深めている

ことは，植える行事が中心になっていることであろう。

全国的な植樹祭，府県単位の植樹祭がそれであり，参加

者の幅が，小，中，高校生から老人に至る各年齢階層，

職業もまた多様である。

この運動の一環として行なわれる行事のなかに学校植

林および教育環境の緑化がある。学校植林については，

現在各大学の林学科に大小の差はあれ演習林を有して昭和25年に面積10,102ha,実施校5,378校であったが，

いる。「林業技術」誌上で，「わが演習林」のシリーズを年燕減少の傾向をたどり，昭和40年には，面積822haj

読み，それぞれの大学で，特色ある研究，教育をされて実施校682校といわれる。減少の理由については，必ず

いることに敬服し，興味深く感じた。しも学校側が消極的なためではなく，林地の入手がむず

筆者の大学も昭和26年から179haの演習林を奈良かしいこと，植栽後の管理上の問題，特に公立の学校長

県吉野郡大塔村にもち，わずかの専攻学生であるが，が土地所有者との契約がむすべないため将来の帰属の間

190m2の寄宿舎を設置して宿泊による造林，樹木，測蛍題，保育に対する予算措慨の問題等が主たる原因となっ

等の実習を実施している。試験研究も吉野林業技術の解ている。せっかく軌道に乗ったこの行事について上記の

析として種苗，育苗，植栽方法，枝打，間伐（ようやくような要因についての検討もまた広い認識を得るために

本年）と一連の功程を追って行なっている。衆知のごとは必要である。

く教員養成大学は，その主たる目的は，小，中，高校の最近における学校の新設（過密地域）学校の統合（過

教員を羨成することである。卒業生の90％以上が，教疎地域)，あるいは,教育制度100年に際しての老朽校舎

師として就職する。昭和43年から当時の専攻学生とのの改築等による学校教育環境緑化が全国的に多くなっ

話合いの中から，演習林を全学学生に開放したらとの希た。緑化推進運動の一環として，これら学校教育潔境緑

望が出され，たまたま学生部からも利用の要望があり，化への働きかけは，きわめて大きな効果をあげている。

検討した結果宿舎の利用について認めた。その結果昭和現場の学校側の希望を付言すれば，緑化の実行にあたつ

45年から47年の3年間であるが，年間平均延687名がて適切な技術指導あるいは助言者があればということで

利用している。なおこれに関連して，演習林での実習にある。都市緑化の際に述べたごとく，林業技術者の活躍
自由参加を認めたところ，主として夏季の樹木実習と春に期待したい。

の造林実習に，例年15～25名程度の参加者があり，専これは奈良県緑化推進委員会が試承実績をあげた例で

攻学生をリーダーとして行なつ．といるが，林業に対するあるが，緑化行事の一環として昭和42年度から小学校

関心を深め，卒業後へき地の学校に就職した学生の中に中学校の生徒を対象に，緑のバスによる，森林，林業指

は学校林について熱心に指導している者も現われた。単導所，木材市場の見学を実施し好評を博している。例年

なる思いつきの実践を例として汗顔の至りではあるが， 趣向をこらし，昭和47年度には，都市の学校と山間の

森林，林業が広く認識を得るための一つの方法とも考え学校とを，緑のバスで交換見学の会を催した。参加生徒
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の作文に，自然＝森林の大切なこと，森林を保謹し守る

ことの大切なこと，生活に必要な木材の生産される実情

を見て感動したこと，山間の子供が自然に恵まれている

こと等を，感受性の強い年代の生徒たちが見たまま，感

じたことを率直に吐露している。遠道のようであるが森

林・林業が広く認識を得るためには，現実の社会的要請

に対応しつつ，地道に，次の世代をになう多くの子供に

認識を深めることが，かえって近道かもしれない。

☆ ☆☆

雨ごい

山口県内にも久しく雨らしい雨はなく，干ばつは日

を追って深刻。たまりかねた県と佐波謝聴地町，この

ほど36年ぶりに厳粛に古式にのっとり雨ごい行珈を行

なった。

雲を呼ぶような太鼓の音が幕を開ける。行事の露払

いでもあり主人公でもある木像仏が佐波川僧取渕の現

場にご到着。僧侶の職若心経｣の読経が続き,この間

地元民らは川の中の建材にフジカツラのツタを結び，

懸命に下流へ向かってヨイショ，ヨイショ。そばでは

先端に宝物を飾りつけた竹を持った人たちが声援。

文献によると，鎌倉時代初めの文治2年(1186年)に

今度の雨ごい行事の現場近くの山から奈良東大寺再建

のための建材を運び出した。この時僧蓮花坊らが建材

運搬をしやすくするため，佐波川の流れを利用して瀬

戸内海へ運び出した。蓮花坊は建材運搬の途中，深い

ふちで大岩にイカダが衝突した時死んだ。この日は非

常な大出水だったと地元民の間に伝えられている。

以後，この渕を僧取渕と呼び，同地方では当時の大

出水にちな承，干天に襲われたときは地元の農民が集

おわりに

せっかくの執筆の依頼にこたええたかどうか，筆者自

身テーマが大きく，十分にまとめえたか否かはなはだ心

もとない。筆者が教育大学にあって，林学を押し進めて

いく間に得た実感が強くはいり，やや心情的な論旨にな

った。幸い多くの大学の教官方，営林局，県関係の方燕

の日常の指灘をうけているので，これら多くの方灸との

話しのなか味もまた骨子となっている。

まり，この沈んだ建材を引っ張って雨ごいを行なって

きた。また蓮花坊の霊を弔うため，蓮花寺を建て，木

仏像を安置し行事の時にはご出馬願ってきた。

〃困った時の神瞬；K〃とかく疎遠？の神様が聞いて

くれるものやら。

山口県佐波郡徳地町八坂

山口営林署八坂担当区

小嶋恒友

〔詩鑓認識隆蕊蒋鑿苦蕊ります〕

〔山の生活
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伊勢神宮は「神宮」と呼ぶのが正しい。正式には，天
ないくう

照大神をお祀りする皇大神宮（略称内宮）と豊受大御神

を鱸祀りする豊受大神宮(鯛からなり,他に,4の
別宮，43社の摂社，24社の末社，42社の所管社があり，
伊勢市の周辺に散在している。

このたびの御遷宮ば迎えて60回となり，すでに御殿
せんぎょ

舎の建物は完成し，諸準備も順調に進捗し，避御を待つ
の承となっている。

避御ば内宮では10月2日に，外宮は10月5日に斎行
される。

遷宮とは「承やうつり」の意であって，お宮に鎮斎し

てある神様を他にお遇し申し上げる祭典である。御遷宮
には式年遷宮と臨時遷宮とがあって，式年遷宮とは神宮

の御殿舎を20年ごとに新しく造替し，御神宝や御装束

類の御調度品一切を新調申し上げて，旧殿から新殿にお
避しする一大祭典である。

臨時遷宮は仮遷宮とも申し，宮殿に御異状を拝するよ
うな場合仮に皮付のままの木の御殿を建て，臨時に行

なう御遷宮であり，異状の御修理が終わって御遷座され
る。式年の御造替になるのは，内宮，外宮の御正殿と，

御垣および御垣内の殿舎ならびに14の別宮である。
式年遷宮

この制度を立てられたのは天武天皇の13年（673年）

で，それまでば，両宮の御殿舎，御門，御垣等は，破損

に応じて，宮司がこれを修理したのであるが，持統天皇

の4年(687年)に第1回の式年遷宮が行なわれている。

昭和48年はちょうど1283年目に当たる。概算すると64

回の御遷宮が行なわれなければならないが，戦国時代約

120年間，式年造替が中絶している。

古来，式年造替は国家の事業であった。明治以降は内

務省におかれた造神宮使庁が御造替を担当し，第59回は

昭和24年に予定されていたが，太平洋戦争の終結によっ

て，神道指令により国家と神宮の関係がいっさい断ちき

れたが,神宮崇敬の念は奉賛会の結成となり，656万人に

及ぶ国民から7臓円余が献金され，28年10月に斎行さ

れた。第60回は昭和40年5月の山口祭，木本祭をばじ

めとして，諸種の祭儀を行ないつつ事業が進められた。

20年の意味

20年ごとに御遷宮が行なわれる理由としては定説はな

いが，第1，建築上の理由，第2，祭祀上の理由，第3，

人生転機の理由の三つがあるといわれているが，いずれ

も臆測の域を脱しないようである。

いずれにしても建物が20年堪えられないためでなく，

神宮の大祭は10月17日の神嘗祭である。この神嘗祭に

当たっては，毎年すべての御祭具を新調して奉仕してい

る。そして20年に一度特別な一大神嘗祭が行なわれてき

たと考えられる。大祭典を奉行するための準備行為と見

るべきで，御造替をしたから御遷寓を行なうのでなく，

御遷宮祭であるから御造替があり，新殿が設けられる。
かんぞおんも

また同時に御装束類は,神がお召しになる御爽御裳，

御沓，日常御手許で御使用遊ばされる御鏡，御櫛等，御

神宝は御太刀，御弓，御鉾等までが新調される。

御殿舎の建築様式
ゆいいつしんめいづくり

唯一神明造といって，神宮独特の様式である。明治

以降一般神社にも神宮の建築様式に準じて社殿が建てら

れ，神明造と呼ばれるため，神宮の様式を特に，唯一神

明造と呼ぶことになっている。

唯物神明造の論もな特徴は，

1．柱は円柱の掘立式で，地中に埋め建てられている
きりづたづくりひらいり

2．屋根は切妻造の平入で，萱ぶきである
は ふち

3．屋根の両妻にある破風が延びて，屋根を貫ぬき千
ぎ

木となる。
かつをぎ

4．棟の上に鰹木が置き並べてある
むなもちぱしら

5．棟の両端に直接支える棟持柱がある

6．すべて直線式で必要な覆金物，飾金具の他には，

装飾や彩色朧なく,灘諜ある‘
などがあげられる。

なお内宮と外宮との御殿舎の構造上おもな異なった点

は

内宮千木は先端が水平に切られ穴が三つあり，鰹

木の数は御正殿ほ10本，その他の御殿舎も

偶数である。

外宮千木の先端が垂直に切られ，角な穴が二つあ

る。鯉木の数は御正殿が9本で，その他の御

殿舎も奇数である。
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内宮御正殿外宮御正殿

鰹木の数，および千木の先端にご注意のこと。御殿舎中央の柱が梛持柱で次代には宇治橋の鳥居となる ｈ
写

御神宝

御神宝は，正しくは御装束と御神宝の二種で，御装束

は神盈の召される御衣料と御遷宮のさいに用いられる御

道具類，御神宝は調度の品盈で，いずれも式年遷宮の際

に新しく整えられるのが例となっている。

御神宝奉献の歴史はかなり古く奈良朝時代に始まって

いるが，現在のように品目や様式が整ってきたのは，内

宮は鎌倉時代，外宮は室町初期のことといわれている。

御装束は御衣，御裳，御帯，御比礼，御履，御被，御

壁代，御幌，御笠など145種である。

御神宝は御琴，御織機，御櫛笥御太刀,御楯御弓，

御鞍など53種，総点数約2,000点と定められている。

御神宝類の製作は古くから朝廷の直営で，その道の一

流工匠が製作に当てられた。製作が終われば「神宝使」
おくりかんぷ

を造わして神宮に送られた。この送り状が「送官符」

で古いものとしては，後朱雀天皇（1038年）の送官符が

貴重な文献として残っている。

奉献された御装束は，御遷宮と同時に撤下されるが，

御神宝は，さらに新殿の宝殿に移し，さらに20年間お

供えしたのち撤下されることになっている。

御装束の資材はぼう大な麓にのぼり，そのおもなるも

のは繊物だが，一部の布を除いてすべて精選された絹織

物で，御神宝を合わせると，その長さは9,270mにも及

ぶという。純金は3.75kg,漆は262kg,菅笠の萱や，

篠竹，蒲は4,000本用いられる。

御杣山

御造営に要するいっさいの御用材は一定された清浄な

る山林より伐採されることになっていて，それ以外の山

林の材は用いられない。かつては内宮の方は神路山（神

宮宮域林),外宮は高倉山(外宮神域)であった。そのこと

は，御遷宮の初祭である山口祭が，内宮においては神路

山の山の口で行なわれ，外宮にては高倉山の山口である

っ､らの承や

土宮の東南方で行なわれることからも考えられる。

この山口祭は今回は昭和40年5月2日，その御杣山の

山口にいます神を祭り，伐木の安全を祈るのであるが，

この日をもって公式に遷宮祭は始まったとされる。同日
このもとさい

神域で木本祭が行なわれる。御正殿のうちで最も神聖
しんの象はしら

とされる心御柱を伐る祭で，これは必ず神域から選伐

されることに定まっている。祭ば夜の森のなかで行なわ

れる神秘の祭儀である。
象そまはじめさい

ついで6月3日には御杣始祭が木曽上松営林署赤沢

事業所管内小川丸山で行なわれた。6月5日には裏木曽

付知営林署出小河内で行なわれた。この両所で行なわれ
熟ひしろ

た祭は御神体を奉安する御桶代の用材を伐る行事であ

る。

伐採された用材は伊勢市に陸送され，それを神領民が

宮域へと曳いた。これを御木曳というが，町内ごとに，

そろいのハッピを着こ承，旗をたて，木遺唄，道唄をう

たいながら宮城まで曳くのである。このとき江戸時代を

つうじで民衆が御遷宮に寄せた楽天的で熱狂的な感情が

発露される。

神宮の御用材はすべて桧材で，他の樹種は用いられ

ず，しかも御遷宮のたびごとに多くの御殿舎の造営に莫

大な数量の桧材を要するから，神蹄山や高倉山の木が伐

りつくされてしまって，御用材の供給ができなくなった

から，御杣山を他に移さなければならなくなった。

かくして寛仁3年（1019年）の内宮遷宮用材は，志摩
いそうのみや

国答志郡（別宮伊雑宮付近）から伐り出されたが，こ

れが御杣山移動の最初の記録である。

鎌倉時代に入ると，文永5年（1268年）の外宮遷宮の
わたらい

御用材が別宮滝原宮付近の阿曽山（度会郡大宮町阿曽）

から伐り出された。滝原宮の宮城林は全国的に承てもた

ぐいまれなる美林であるので，その林相から推しても昔

は，そこから阿曽付近にかけてうっそうとした桧林があ

垂
一

一

一

。
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ったことが想像される。

御杣山木曽にうつる

かくして嘉元2年（1304年）以後元享3年（1323年）

まで江馬山（多気郡大台町）を御杣山とせられたが，康

永2年（1343年）内宮遷宮には江馬方面が戦乱の中心に
‘しだら

なったため，設楽山（愛知県蓬来山付近）を御杣山とし

た。康暦2年（1380年）に行なわれた外宮の御遷宮は美

濃山を御杣山とせられた。この美濃山とは木曽山のこと

で，木曽材が御用材として用いられた初めであって，今

から593年前のことである。

その後寛正3年（1462年）まで内宮の御遷宮は木曽山

より出している。慶長14年（1609年）より元禄2年

（1689年）までの両宮遷宮は江馬，大杉より，その後寛

政元年（1749年）に大杉山から伐出したほかは木曽およ

び裏木曽より御用材を求めている。

大杉山の御用材は宮川を流下し，内宮の御用材は河口

の大湊に至り，それから五十鈴川をさかのぼり宮域に搬

入された。一方外宮の材は宮川右岸の上田の上の口から

陸路を奉曳して宮域に達した。

木曽から伐り出した御用材は木曽川を流下し，愛知県
にしごり

錦織の網場に繋留して筏組をなし，河川輸送によって同

川の河口，桑名郡長島町の貯木場か，または桑名の貯木

場に達し，それから海上を大湊の貯木場に擬出し，外宮

の御用材は，さらに宮川を上って山田に達した。

御用材の奉曳は，古来宇治山田およびその周辺の神領

民が労力奉仕をなすことが例となっており，それは神都

の民間行事として股も異彩あるものであるが，現在では

奉曳奉仕は一部の御用材に止まり，その奉曳材に限り古

例の木曽川流下が行なわれ，大部分ば鉄道輸送によるこ

とに改まり，それらの御用材はすべて名古屋市熱田の白

鳥貯木場において水中貯木され，御造営工事の進捗に伴

って，逐次両宮の宮中に搬入することになっていた。し

かし今回の御用材は木曽より陸路を直送され，外宮工作

場の貯木場に集積された。

なお御屋根の御料である御萱は古来神路山および島路

山から採集されていた。この両山ほ留山として，一般民

の萱刈取を禁じていた。

しかるに大正3，4年中には伊勢市上野町，度会町川

口等7カ所，その面積240haの萱山を取得し，ここか

ら御造替に要する25,000束の萱を生産している。

将来の御杣山（神宮宮域林）

神宮境内林を特に宮城林と称し，昔より神路山，神道

山，天照山，神垣山等と呼ばれていた。前述のごとく，

かつては御造営用材を伐り出す御杣山として特異な存在

であった。その後御杣山は幾度か変更になったが，心御

N

1

宮域林位置図

鯆一窩城ｲｨ

鋪二寓域材

神域

柱は今なお神路山の材であり，また御遷宮最初の式典で

ある山口祭，木本祭は今も神路山で行なわれている。

宮域林は伊勢市の南部に位し，内宮を東西南三方から

抱く位置にあり，五F卜･鈴川の水源地である。その面積は

約5,500haを有し，伊勢志摩国立公園の中心をなし，

特別地域に指定されている。

宮城林は古来神宮の宮城であったが，明治4年諸藩が

封土を奉還すると同時に宮域も上地し，国有地となり，

明治22年皇宮付属地に編入し，御料局直轄となった。

大正3年12月神宮司庁は神路山，島路山御料地は古

来神宮の宮域であり由緒ある地であるから，御大典を機

として神宮宮城に編入されるよう内務大臣に依頼したが

爽現せず，その後再三折衝の結果大正11年12月8日内

務省告示により御龍馳は神宮宮域に編入された。

神宮司庁は同12年2月，神宮地保護調査委員会を設

立し，同年6月同委員会は神宮森林全般について経営上

の大方針を決議し，内務大臣の認可を得た。この規定は

実に神宮宮城林施業の根本をなすもので，最も権威ある

章程である。委員は東京大学教授本多静六，和田国次郎

両林学鮮士，三好学理学博士その他関係各界の権威者を

もって構成されている。

宮域林経営の根本方針

1．宮域を大別して神域と宮城林にし，宮域林を第一

および第二宮城林とする。

2．神域内の森林はもっぱら神宮の森厳を保つのを目

的として樹木の育生上必要な場合のほかは絶対に生
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木の伐採を行なわないこととする。

3．第一宮域林は神域の周囲ならびに宇治橋付近，宮

川以東の鉄道沿線より望見せられる個所で，宮城の

風致を増進することを目的とし，風致の改良及び樹

木の育生に必要な場合の外ば生木の伐採をしないこ

ととする。

4．第二宮城林は第一宮域林以外の区域で，五十鈴川

水源かん養ならびに宮域の風致増進を目的としヒノ

キを主体とする針広混交林を仕立てるものとする。

5．立木払下区域内における林相改良期間（大正15年

以降50カ年間）の払下には宮城の風致を増進すべ

き樹種を選定し，胸高直径3cm以上のものおおよ

そ1坪1本の割で存置し，伐採跡地にヒノキその他

の樹種を植栽するものとする。

（以下省略）

ここにおいて大正14年，神宮宮城林の施薬案が東京大

学教授右田半四郎氏，同助教授吉田正男，同諦師望月，

嶺両氏の協力により編成され同，5年より実行された。

これを要するに，第一宮域林憾風致林として原則とし

て禁伐林とし,第二宮域林懲五言|~鈴川水源かん養と将来

の御造営用材育成の目的で施業林とした。第二宮域林内

で，神路’島路両川岸の保護および風致増進のため両岸

各60m幅以上'天然林を残し，さらに学術上重要な森林

を特別地帯とした。なお宮城林の境界と内部の寵要な尾

根に30m1編の延長70km余に及ぶ防火樹帯がある。

御遷宮用材の養成

第二宮城林普通施業地にはヒノキを植栽し，20()年後

の遷宮用材の自給を図り,13,000haのヒノキ造林を計画

した。そして現在まで約2,700haの造林を実行した。

造林は樹下植栽で林種転換のさい，風致増進のためク

ス，ケヤキ，サクラ，モミジ，カシ，ツバキ等の広葉樹，

ヒノキ，スギ，モミ等の針葉樹は残し，広葉高木類を適

宜選択して直径3cm以上のものを坪，本残し，その間

に山出苗3,000本を植える。

右田博士の施莱案には，

「神宮森林経営計画説明」に「第二宮城林ハ将来絵五

分其ノ他ノ樹種五分ノ林相トシテ風致ノ増進，水源ノカ

ン義卜共二神宮造営備林タラシムトス。今仮二三千町歩

二対シ桧ヲ主トスル針広混交林ヲ仕立ツルモノトセバ，

二百年目二到リテハ其ノ蓄積少クトモ－町歩2,500石ヲ

有スベキガ故二其ノ半数ヲ桧材卜見紋スモ，総蓄職375

万石ノ巨額ニ達スベシ，而シテ神宮式年御造替毎二要ス

ル材積ハ造材約35,000石，コノ資材12万石ニシテ，之

ヲ総蓄積二比スレバ僅二30分ノ’二過ギザルヲ以テ蕊

モ水源カン養，又ハ風致ノ保存ヲ害スルノ虞ナシトス」

とある。

以上のごとく量の上では200年後の御用材ほ宮域林か

ら確保できるが，御用林の規格の点で不安がある。

胸高直径別本数表
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11，705 ロ

ところで倉田吉雄博士の木曽天然木の樹幹解析では，

140cmの直径に達するには900年かかるという。木曽

の天然木では200年で平均52cm,最良のもので69cm

である。

東京大学名誉教授微一三博士の編成になる神宮宮域林

第三次検訂経営計画には,｢旧木曽御料林に設けられてい

る神宮備林8,226haは国有林に移されて大材生産林分

と名称を変え7,000haに減らされ,更に面積を4,312ha

に減少しているとか，しかもこれから生産される材は神

宮にの象供給されるのでなく，全国の文化財の建築にも

提供されており，御造営用材の確保という点からは従来

のように木曽にのゑ依存することは不安は漸次強くなっ

ており，宮城林の使命はいよいよ重大となって来た」と

ある。

以上のように200年で所要の大径木の生産は至難であ

る。そこで大樹養成計画をたて，種々なる試験林を設立

して，200年後に御扉材等の大材を宮域林より生産しよ

うとする目標をたて大樹蕊成に努めている。

神宮林の経営は一般林業と同じように収益をあげて，

神宮の経費にまわずのでなく，風致の維持増進と，五十

鈴川の流れを常に清らかに保ちながら，将来の御用材を

自足するという大きな使命をもっている。また林内には

原始網こ近い森林があり学術上貴重な生物も少なくな

い。景観の自然を保存するの象ならず，生物の保護にも

特別の配慮がなされている。その上200年以上に及ぶ高

伐期により択伐施業を採用している。
おんしらいしもち

ただいま御白布持の行辮がにぎやかに行なわれてい

る。これは伊勢市内外の神領民が町ごとに日をきめて宮

川より選び拾った白石を集め，この石を町ごとに車に積

み行列を組んで奉曳歌をうたいながら神宮へと練り進

薙，神域に到着した人びとは，各自にお白石を捧げ持っ

て，内院の奥深く御正殿の近くまで進承，石を納める。

この日に限って参入が許され，木の香も新しい新宮を真

近に仰ぐことができるのである。この行事は8月18日よ

り月末まで行なわれ，いよいよ御遷宮がま近に迫った感

が深まってくる。

巴

迩

国

一

ａ
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最近の森林航測の分野では，従来からの白黒写真のほ

かに，赤外カラー写真，熱赤外線写真，マルチスペクト

ル写真，マルチスペクトル映像等が加わり，デジタルカ

ラー・システム，マルチデータカラー・システム等の映

像解析装置，さらに資源衛星ERTSSKYLABか

らのデータが利用可能となり，本格的リモートセンシン

グ技術への脱皮と，その発展が期待されている。他方，

拡大の一方をたどる種灸の公害の実態把握およびわれわ

れをとりまく緑の環境とその推移の把握が社会的緊急課
題となり，従来よりも，いっそう森林航測に対する要望

が大きくなりつつあるといえる。さらに森林調査や森林

災害および森林の公益的機能の把握等，従来からの研究
課題の実用化がさけばれている時期でもある。

このような時期に行なわれた当研究発表会では，森林

航測の分野は，時代を反映し従来までの経営部門ばかり

でなく，環境保全部門，防災部門にまで広がり，研究発

表が行なわれ,その内容が注目された。全般的に承ると，
研究発表数が意外に少なかった点，残念ではあったが，

内容的には，これからの森林航測の方向を示すものが承
られ，今後の研究発展に期待がもたれた。

今回の研究発表の内容を部門ごとに概観して承よう。
今回は，経営部門で3編，環境保全部門に3編，防災
部門で1編の研究発表が承られた。

経営部門：板垣は，一定判読基準によって，原生林の

経年変化を林相数および林分数の増大としてとらえた。

畠村・高田らは，写真濃度による樹種判定の精度向上
のために，一定面菰内での濃度変化に着眼し，濃度の頻

度分布（この場合，写真処理の差をなくすため，基準化
淡度(X一塁)/αを用いた）および濃度波形の周期性，お

よび平均濃度とその分散の関係との3つの因子を用い

た。そして，電算機による機械的判別結果を，スギ林分

について報告した。

大貫は，写真像の機械的識別法として，ベイズ決定理

論を用いた方法を示した。これは，物体のもつ固有の反
射スペクトル・パターンを識別する方法で，これば，マ

ルチスペクトル写真およびマルチスペクトル・スキャナ

ー・データについてのデジタル的な映像判定法である。

報告では|,ERTS-MSSデータの関東地方の識別結果が

示された。

環境保全部門：谷口・高橋・菱沼・板垣らが，緑地被

覆面積の変化および緑地解析を経年撮影の空中写真を用

いて，札幌市の中心で交わる東西および南北の帯状地域

について行ない，都市化による緑地被覆度の低下傾向等

を具体的数値として示している。

長・木梨・常岡らは，森林の構成実態がいわゆる環境

要因であるとし，その機械的判別法として，写真濃度か

ら，森林地帯を人・天別，林齢別に，非森林地帯を土地

利用別に，その被誕率の推定法をのべた。

中島は，広範囲にわたる環境すなわち，土地利用区分

の測定法についてERTS-MSS映燦を用い，北海道中

部についての測定結果をあわせて報告した。この手法は

バイバソド比（バンド間の濃度比ゥここでは赤外部分

と，緑色部分の濃度比）を用いる方法，およびマルチデ

ータカラー・システムによる，デジカラー方式による，

カラー合成像の作成による方法である。これは，マルチ

スペクトル写真およびMSS映像のアナログ的解析法で

あり，大貫のデジタル的解析手法とともに今後の映像解

析の主流をなすものと考えられる。

防災部門では，木梨・長らが，空中写真上に出現した

崩壊地をもとに，その発生現象を地形の各要因と関連づ

ける統計的手法として，点双列相関係数を用いた解析法

について報告した。この部門では，この他には，空中写

真を主体とした報告はなかったが，山腹崩壊等の経時的

な現象把握およびその分析に，空中写真を埜礎手段とし

て用いた報告が多数承られた。

麹1Ⅱ11ーⅡⅡ1国111川ご111Ⅱ▲wⅡI雪,1lII-IIIlI＝IIIOn-,'801-,,111－111伽＝I1IIn-n加ﾛ,土
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室えだていそう
】

前田禎三言

』
（林試・造林部）薑
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林学会大会講演申込総数285件中，大会事務局の区分

による造林・立地部門だけで’そのほぼ半数の142件を

数えている。ほかに新たに設けられた環境保全部門その

他にも，かなりな数の造林・立地関係の発表も含まれて

おり，いつものことながら，この部門での発表件数の多
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象ることができなかった。わが国における一次遷移の太

がかりなものは，火山爆発跡地でしか承れないので，は

なはだ残念であった。しかしながらその夜の懇親会はな

かなか楽しかった。翌25日は，本命の東大山部演習林
の林分施薬法の見学で，短い時間ではあったが高橋林長

じきじきの説明と現地案内で，かねてからの念願であっ

ただけに深い感銘をうけた。あ重り山を承る機会のない

若い研究者の何人かにも聞いて承たが，異口同音に同様

な感想を述べていた。

わたくしはいま天然林の施業問題の一部に取り組んで

いるが，大まかに理屈はわかっていても，いざそれを実

行段階におろそうとすると，どうしたらよいか声惑うこ
とがしばしばである。わたくしの職場である林業試験場

でも研究分野が細分されていて，それぞれの分野ではす

ぐれた業績があげられているが，分野間の連けいが必ず

しも十分でないために，現場からの要請に対して，きめ

のこまかい具体的な答のできないことが多い。それに組

織的にも，施業全体をたえずにらんでいるような部門が

ないという問題もある。

今後ます蓑す研究分野が細分されていく傾向のなか

で，それぞれの分野の研究を深めていくとともに，総合

的に山を承れる力量をつけていくための機会と便宜を，

とくに若い研究者に与えることの大切さを，今回の山部

の演習林を承て，自分自身の反省を含めて猫感してい

る。

さがめだった。

このように発表件数が多いために，会場も立地部門が

1カ所，造林部門が3カ所と分かれ，発表内容もさ蓑ざ

まな専門分野におよんでいるので，大会の模様を正確に

伝えることなど，とうていできるはずがないことをあら

かじめ断わっておきたい。

立地部門でぬ土壊生成，林野土壌の理化学的性質，

とくに近ごろ褐色森林土の亜群として区分されだしてき

ている暗色系，黄色系の土壌や，迩上の土壌についての

解明，林木の成長と土壌条件，植物栄養生理，林地施

肥，亜高山帯やブナ帯の天然更新，土壊微生物，土壌動

物についての研究成果などが発表されたが，林地におけ

る物質循環，とくに土壌水分と溶存成分の動態，それに

関連した解析手法の開発に関する研究発表の多いのがめ

だった。ほかにカラマツ人工林の植生に関する発表も1

件桑られた。

造林部門の発表内容は，101と件数がもっとも多いう

えに，着花，種子の結実，発芽，発根，成長，林木の光

合成，呼吸，窒素代謝，林木の耐寒性，耐病性，立地と

の関連での耐雪性，遺伝育種のさ室ざまな分野の成果，

育苗，施肥，保育，植生，生産椎造，根系の構造や組

織，天然更新，除草剤などについて，さまざまな解析手
法をもちいて，基礎的な研究から直接施業に結びつくよ

うな研究にいたるまで，非常に多岐にわたる分野からの

業織が発表された。

したがって，造林・立地部門といっても，研究分野が

きわめて細分化されてきていて，しかも広い範囲にわた

っている現状では，ち鋲つと分野がちがうと発表内容が

理解しにくいこともあって，なかなか討論に参加できな

い困難さがあったのではないか。わたくしは二つの会場

にしか出席できなかったが，ここではあまり熱っぽい討

論の場合に出会うことはできなかった。ほかの会場に出

席した人たちにきいても，そういう傾向があったように

思われる。

また大会運営に苦労された皆さんにたいして，大変申

しわけないが，ごく近い仕事内容をもった研究発表がか

けはなれた部門にまわされていたために，ついにそれを

聞くことができないということがあったことをつけ加え

ておきたい。

以上のような研究発表のほかに，専門を同じくするい

ろいろな部会がもたれたが，わたくしは大会後の24日

と25日に企画された森林立地のエクスカーショソに参

加したので，一言ふれておきたい。

24日バス1台貸切って十勝岳へ。泥流跡地の植生遷移

を見学したが，時間の都合で固定試験地内に立ち入って

ー

一
副
』
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I ◇育種部門
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言 林木の耐寒性と問題点の究明
a
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三

Y おかだゅきろう
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岡田幸郎＝ニ

ロ
言 （林試・造林部）
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林業が今日ほど多くの人間から取り上げられたこと

は，かつてなかったことであるが，過去をふり返り，将

来を凝視すると，あらためて多くの問題のあることに気

づく。その中で，これからの林業をどうするかという大

命題があるが，森林の育成面では種食の被害から林木を

守ることが，やはり重要であり，寒害を防止することの

必要は，近年のスギなどの造林地における被害の増大に

ともなって緊急の問題となり，解決が急がれている。

このため，寒害に対する試験研究が年を追って増加す

為とともに基礎的問題も解明されるようになり，共同試

一

Q
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験による組織的研究の成果も発表さ

れるようになった。この8月，北大

でおこなわれた日本林学会において

も多くの論文が発表され，また，林

木育種研究談話会の「耐寒性育種」

のシンポジウムもおこなわれた。つ

:鑪識鑿駕婆童寒書
する。

まず,土井恭次・遠藤泰造は1969

～70年に北海道の根釧地方の10数

年生のカラマツ造林地の枯損結果を

調査し，その原因が凍害であるとい

う結論を報告した。この造林地の枯

ノ

,①東書I
"

幼木：幹の地際の被害

（胴枯型）

平坦地または南斜面

カラマツ／長野(きつい晩霜時）
、北海道（10-11月）

｜襄霧”成木：幹の南側

燥害／土壊凍結一風衝地帯

｜學蛾繍
童たは幹の凍結

たは日射による蒸発の促進

時間

②冬季乾燥害

④土壌

⑧風ま

⑥持続

､③混合害

損は低じめ原因が不明であったが，

土井らは枯損材の樹幹#こついて丹念に調べた結果，形成

層部の褐変を確かめるとともに，造林地を囲む広大な地

域の気象観測をおこなって，造林地が局所的低温地帯で

､あることを実証し，凍害と決定した。10数年生のカラマ

ツでも限度以上の低温によって形成層がおかされるとい

う窺実は，今後，十分検討されるべきだろう。

つぎに，堀内幸雄・酒井昭は初冬におけるスギの耐

凍性増大におよぼす温度の影秘について報告している。

堀内らほかねて耐凍性の増大について日中の高温と夜間

の低温とのかねあいを調べていたが，今回はその限界温

度を調べ，スギの幹の耐凍性は夜間0°Cに近い温度に

.ある時には日中の温度が15｡C以下で高まり,22.Cよ

り高いと低下することを確かめた。森田健次郎・永井憲

・雄ばカラマツ苗木について成長澗節と耐凍性との関係を

調べ,2-chloro-elhylphosphonicacidsが成長の抑制効

果が大きく，処理したものが9月26日に-5｡C4時間処

理漣耐えたことを報告している。渡辺富夫・真田勝は

トドマツ山行苗についてN多用苗木は耐凍性が低く,K

多用苗木は高いことを発表し，岩崎美代・吉本衛・真

田勝はスギ苗木について施肥と成長抑制剤(B一ナイ

ン）処理によって耐寒性のある苗木の育成をはかり，成

長抑制剤が耐寒性を高める効果のあることを報告してい

る。

林木育種においても耐寒性が重要因子になっている

が，栄花茂・向出弘正ほ北海道で選抜されたトドマツ

の精英樹について耐凍性の検定をすすめ，その結果，産

地および地域によって耐凍性に差異のあることを確かめ

た。また，耐寒性をとりあげる場合，その強弱を確実に

検定する必要があるが，馬場勝馬はその1方法として．

&ロイド滴定法による陰性コロイドの含愚の測定を提案し

ている。

以上が発表された講演のあらましであるが，それぞれ

の会場で質問も交され，多くの人為に深い理解を与え

た。

林木育種研究談話会の「耐寒性育種」シンポジウムは

耐寒性育種の重要性と林学会の開催地が北海道というこ

とで計画され，実施された。北大低温研の酒井昭が座

長となり，堀内孝雄（茨城県林試）と栄花茂（北海道

林木育）の話題提供ですすめられ，約30名の研究者が

集まった。

はじめ，酒井昭がいままでおこなってきた数多い実

験を通して得た豊富な知識によって耐寒性の本質を説明

された。また，寒害を上図のように分類された。

つぎに堀内孝雄ばスギについて，栄花茂はトドマツ

についてそれぞれ豊富な実験結果を通して寒害の実態を

明らかにするとともに耐寒性育種の可能性について前向

きの話題を提供した。その後，総合討論にはいり，質疑

応答とともに多くの論議が沸とうした。とくに，千葉

茂は耐寒性育種に関する詳細な検討をのべ，久保田泰則

ばトドマツの寒風害について，船引洪三は耐寒性スギの

起原について意見がのべられ，その他多くの有意義な意

見が続出し，惜しみながら幕を閉じた。
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三
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三

ま承ややすはる『
真宮靖治三

（林試.保護部）§
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マツノザイセンチュウと伝播者マツノマダラカミキリ

に関する報告は'2題あって，前年度大会の時と同様に，

まとめて半日がこれらにあてられた。

識演内容は,マツノザイセンチュウに関するもの5題，

マツノマダラカミキリの生態に関するもの6題，そして

両者の直接的なかかわりあいとマツの枯死を結びつけた

報告’題，というところであった。ここでは直接線虫に

関連する報告を中心にして紹介したい。

マツノザイセンチュウを体にもったマツノマダラカミ

キリが，マツの樹冠のただ’本の枝を後食するだけで，

その木が枯れることが前大会につづいていっそうはっき

りとしめされたC休試：遠田)。線虫をもたないマツノ

マダラカミキリの後食ではなんの異常もおこらなかっ

た。また，樹幹にたいする人工的な線虫の接種との対比

がなされ，まったく同様な枯死経過をたどることも明ら

かにされた。いまや，マツ枯損の経過において，マツノ

マダラカミキリの後食，マツノザイセンチュウの伝播，

マツの発病，枯死というすじ道は十分な証明を得たとい

える。千蕊県下のアカマツ人工林で，枯損現象の発生と

進展の状況を調査した結果から，マツ枯損の経過にたい

して，マツノザイセンチュウとマツノマダラカミキリの

相互関係にもとづく実証的な説明があたえられた（林試

：真宮ら)。マツノザイセンチュウの感染は，マツノマ

ダラカミキリの後食活動により6～7月におこる。感染

木は7～8月中旬に異常となり，以後8月下旬～10月中

旬にその幟とんどが枯死にいたる。なお，ごく少数なが

ら，1～3月に枯れた木で枯死原因の不明なもののあっ

たことは，今後に問題を残した。マツノザイセンチュウ

を接種されたク痕マツ苗の発病には温度条件が大きく影

響することが明らかにされた（林試九州支場：清原)。

25｡C,30｡Cではす占及やかに発病し枯死にいたるが，

20｡Cあるいはそれ以下だと枯死苗はでない。発病した

苗木の樹体内ではかなり早い時期から線虫の増殖が行な

われていることがしめきれたが，樹体の異常進行と，樹

体内での線虫増殖の関係については，今後の大きな問題

点である。線虫がふえてひろがるから異常がどんどんず

すむのか，樹体が異常となってしまったあとに緑虫はふ

えるのか,前者の場合だと,線虫の樹木組織細胞にたいす

る直接的な寄生，食害の問題もからんで興味深い。前大

会でマツノザイセソチニウのマツ樹体内における早い時

期の移動が幸暗されたが，ひきつづき線虫の樹体内移動

の問題がとりあげられた（林試九州支場：橋本，清原)。

接種線虫の頭数が少なくなると（30頭）樹体内での全身

的な移動分散が象られなくなる。また，冬期（1月）接

種では線虫の移動がおこらない，などの点が明らかにさ

れた。マツノザイセソチニウはいろいろな種類の糸状菌

で増殖することが知られている。線虫の材の中での生活

において，どのような種類の糸状菌がどれほどの役割を

果たしているのかを明らかにするため，マツの材に生息

する糸状菌が調べられた（林試：小林享夫ら)。粘死木

の材からは，青変菌などいろいろな糸状菌が検出され

ていて，これらの菌が線虫のえさとなっていることは十

分に考えられる。童た－方，健全木でも材から糸状菌が

検出されているが，マツの発病前後における線虫の増殖

と，えさとしての糸状菌の存在を結びつけるには，菌の

量的なひろがり，あるいはひろがる速さなども知る必

要があるだろう。マツノザイセンチュウと形態的，生

態的に非常に近似したa"sMZp"eI""h郷s属線虫がマツの

枯死木から検出されていた。この線虫は，‐マツ枯損の被

害がほとんどみられない地域に分布していて，激害地で

のマツノザイセンチュウとははっきり分布を異にしてい

る。形態上の差異にもとづく両者の区別点を明らかに

し，また，接種実験の結果から，マツにたいするこの線

虫の加害性がマツノザイセンチニウにくらべて小さい

か,または,まったくないといえることをしめした。そし

て，マツノザイセンチニウと区別するうえでの便宜上，

この線虫にたいして「ニセマツノザイセンチニウ」とい

う和名が提案された（林試：真宮，遠田)。マツノザイ

センチュウとニセマツノザイセンチュウの形態上のわず

かな差異が，マツにたいする加害性に関しての大きな違

いをともなっていることは，両者の比較検討をとおして

加害機瀧の解明も可能であることを示唆していて興味深

い。

マツノマダラカミキリに関しては，後食期における摂

食行動に関連する化学成分（林試：宮崎ら)，摂食量と

体重変化（林試：遠田)，人工飼料による卵，幼虫から

成虫への飼育（林試：山根)，成虫の行動習性（林試：

山根，玉川大：相川)，マーキングした成虫の再捕によ

る行動の追跡（林試関西支場：小林富士雄ら)，そして，

マツ枯損の防除一後食予防における実用的な見地からの

発生予察の問題蛎岡林試；萩原)，とあった。
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＃'保謹関係の他の分野については，筆者が出席した樹病

の識演中，最近北海道で発見されたストローブマツのさ

び病に関するものが4題あって注目された。林木病害中

もっとも恐れられている発疹さび病のわが国での発生，

まん延が憂慮されているが，礼文島のストローブマツに

ついてその発生が確認された（北大：五十嵐)。一方，

中標津営林署管内のストローブマツ造林木に発生したさ

び病は，中間寄生植物の種類から発疹さび病とは種類を

異にする未報告のさび菌によることが明らかにされ，

「ストロープマツ茎さび病」との仮称があたえられた

（林試北海道支場；魚住，横田)。病害としての激しさ，

他のゴヨウマツヘの感染のおそれなどもあって，今後樹

病における重要課題としての取組承がなされていくこと

になろう。そのほか，本病の被害実態（林試北海道支場

：横田ら)，罹病木の病態解剖（林試北海道支場：松崎）

についての報告があった。
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◇ 環境保全部門：
0
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小川章＝1
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（王子製紙･林木育種研究所)i
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「林業技術」編集部からの依頼により，環境保全部門

の18編の研究発表から，航空写真関係，動物相の変化

に関する関係を除く13編について，発表内容および質

疑の概要を紹介する。

環境保全部門は，本大会から初めて設けられた部門で

あるが，会場の北大農学部南110教室は，一時は満席状

態で，環境保全問題に対する会員の関心の高さがうかが

われた。

13編の発表内容を項目別に分けて記すと，次のように

なる。

（1）植物生態

秩父.多摩国立公園の植生調査の結果が報告され(725）

(数字ば，講演番号，以下同様)，さらに，地表変動とい

う見方を植生遷移の中に取り入れようとする考え方が実

際の現象例とともに紹介され（726)，注目された。

②緑化樹種

北海道羽幌町での調査例から，ヤチダモを海岸地帯で

の緑化樹種として有望であるとする報告（724）があっ

た。

（3）工場および都市周辺における植生破壊

北九州市および神戸市に鑑炊る都市近郊林の植生破壊

の現況が，葉中重金属濃度との関係において報告され

（727)，また，北海道の硫黄鉱山精練所跡地周辺での植

生破壊の実悩と，精練所からの距離に応じた植生，土壌

酸度等についての発表（728）があった。

い）大気汚染と樹木被害

東京都内の，亜硫酸ガス濃度の異なる3箇所における

栽培試験の結果，ケヤキは，亜硫酸ガスに対して敏感

で，大気汚染の指標植物となりうるとする報告（730)，

63種の緑化樹木についての亜硫酸ガス燃煙実験の結果か

ら，樹木の亜硫酸ガスに対する耐性は，8月を中心にし

て最小であるとする報告(729)など，大気汚染物質のう

ち，亜硫酸ガスについて，今回は樹木の種類別耐性比較

がとり上げられた。さらに，大阪市での例として，葉中

硫黄含量，形態について，45種の樹木等を用いて検討の

結果，水溶性硫黄が大気中の硫黄酸化物汚染の指標とし

て有効であることが結論づけられた（731)。

童た，亜硫酸カスの植物に及ぼす生理的影響につい

て，アカマツ苗木を用いた試験結果が紹介され，光合成

能力の低下,TCAサイクルの乱れなどが，報告された

(732)。

⑤土壌汚染と樹木被害

イタリアポプラ,1=72/51苗木について，水耕法に

より,Cdの吸収，蓄積と，光合成に及ぼす影響を検討

の結果，水耕液中Cd濃度,10ppmにて処理後，照度，

32KluXにて，光合成の低下が認められ(733),また，

Cu,Cdの栄蕊塩類吸収に及ぼす影響が報告された

(734)。

⑨森林と環境保全

森林の騒音減衰効果について，札幌周辺での調査例が

発表され，周波数による差異などが紹介された（736)邑

吹に，おもな質疑,提起された問題点にふれて承たい。

環境保全部門臆，新設の部門であり，また，発表内容

も，上記のように多岐にわたり，在来の各専門分野の，

いわば境界領域に位置していると考えられる。

環境保全は，国土保全，資源問題などとも関連し，さ

らには，人類の生存条件にさえかかわる基本的な問題と

して，今や，全地球的な課題ともいえる。

かかる課題に，林学の立場から，いかに対し，研究課

題をどのように整理し，展開していったらよいか。本大

会から，環境保全部門が新設された意図も，おそらく，

このような観点に立ったものであろう。

環境保全部門の研究発表会場においてかわされた質疑

の内容も，方法論，あるいは，今後の研究展開に関する

－19－



。斎藤新一郎・蟹田倫明
原口聡夫

奥富清
･半田孝俊・和田良一

東三郎

辰巳修三

千葉茂

千葉茂・･小川章
松平昇

･石井幸夫・井上敞雄

･鳶蕊謬
長谷川正男
･安馬喜昭・井上徹雄

丹下勲
山田光－

丹下勲
増田富永

横川登代司

･前崎武人・鈴木熈
鈴木悌司

’
ヤチダモ屋敷林の構成について
－北海道羽幌町市街地の場合一

秩父多摩国立公園の植生，
とくに植生区分と群落分布について

森林の存立に関する空間的考察

北九州市・神戸市都市近郊林の植生破壊について

不良環境下の緑化に関する研究(I)
一北海道の一硫黄鉱山周辺の植生一

不良環境下の緑化に関する研究(I1)
一主要緑化樹木の時期別亜硫酸カス耐性比較一

大気汚染がケヤキ苗木の生長におよぼす影響膜つ､､て

樹木の葉の研演吸収能

724

725

726

727

728

北海道林試

東京農工大農
帯広営林局

北大農

香ﾉli大農

王子製紙
林木育種研

王子製紙
林木育種研

林試

大阪市立大理
近畿大薬

都立大理
林試

蕊溌農
東京農工大幾
大洋恒産KK

埼玉県林試

北海道林試

729

~

730

731

732

733

０
』

亜硫酸カスの光合成に及ぼす影響

イタリアポプラ苗木のCdの
吸収・蓄積とその光合成に及ぼす影響

イタリアポプラ苗木の
栄養塩類吸収に及↓銅-Cu,Cdの影響

セメソトダストがマサキ光合成に及ぼす影響

森林の騒音減衰効果について

734

735

736 ’

－

(付）本文で紹介した13編の標題（左端講演番号）

もの（725)，環境保全，改善という点から染た，樹木の

果たしうる役割，また，汚染地域における緑化は，汚染

の指標に重点をおくのか，景観におくのか，環境改善ま

で考えるのか(729)など，発表内容に直接関係するもの

より，背景にある考え方，目的などに関する，いわば，

埜本的な問題に関するものが目についた。

これらの質疑については，時間の制限があったため，

十分な意見の交換にまで及ぶことなく，問題点の提起に

とどまった。
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会員の皆様の投稿を募ります。下記の要領によりふるってご寄稿下さい｡会員

の投稿によって紙面がにぎわうことを期待しております。

四技術体験の紹介，実験・調査等の結果の発夷自らためし，研究したり，調査したり，実行した結果をわか

りやすく他の会員に紹介する目的で，要点だけをできるだけ簡単に書いて下さい。複雑な図や表はなるべく

省いて下さい。[400字詰原稿用紙i15|枚以内（刷上がり3ページ以内)]

閲林政や技術振興に関する意見，要望，その他林業の発展に寄与するご意見，本会運営に関すること，会誌に

ついての意見，日常業務にたずさわっての感想などなんでホ結構です。

〔400字詰原稲用紙10枚（刷上がり2ページ)〕

口上記についての投稿健会員に限ります。また原稿は未発表のものをお寄せ下さい。

口図，表，写真などを入れる場合は，上記内の制限字数から1枚について400字ずつ減らしてお書き下さい。

ロ原稿には，住所，氏名（必ずふりがなを付ける.）および職名〔または勤務先）をﾘj記して下さい。

口原稿の採否，掲戦の時期については，編集室にお任せ下さい。長すぎる原稿は紙面の関係で掲載でき童せん
ので，お返しするか，圧縮することがあるかもしれませんから，ご了承下さい。

口掲載の分には，薄謝を贈呈いたします。

口送り先東京都千代田区六番町7郵便番号〔102〕日本林業技術協会編集室
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（林試・木曽分場）

12．タラノ芽

イ）取り方

タラノ芽を取る時期は5月の初めから6月中旬が適期

である。6月中旬を過ぎるとよほど高い山に行かないと

葉が出てきて食用に向かなくなる。クラノ芽のある場所

は雑木林の中か，山を切って5，6年たったような場所

に多い。こんな場所でタラノキを見つけたら，ちゅうち

ょすることなくタラノキめがけ･て突進していって，先端

についている芽を直角に折りまげてもぎとる。ただし，

この木にはするどくとがった痛いトケが根元から頂上ま

で密生していあので，身の丈以上の木から芽を取るとき

は，近くの木の枝を切ってかぎの手を作り，手元に引き

寄せて取るようにすると痛い目にあわないですむ。ナタ

や鎌で根元から切って芽を全部取ってしまう人がある

が，これをやると次の年にタラノ芽を取る楽し承がなく

なるので避けた方がよい。5月の初めに取った木は6月

中旬ころいま一度小さな芽が出てくるので，二度取れる

場合がある。タラノ芽はすてきな味がするうえに血圧を

下げる効力があるということで一種のブームを呼び，そ

のうえ八百屋でも買いあげるので，信州のあちこちでは

競争してこれを取るようになったので，枯れてくるタラ

ノキが目につくようになったが，山では雑林木の障害木

なのでむしろいい傾向のようだ。しかし，珍重されてき

た山菜なので根を掘って来たり，さし木をしたりしてこ

の木の栽培を考える必要があるかもしれない。

ロ）食べ方

この山菜はウドモドキ，トケウドノキと呼ばれるほ

ど，ウドに似た香りがあって山菜中では絶品といわれて

いる。芽にはトケがあるが，ゆでたり，油であげたりす

ると柔らかくなる。葉の開かない長さ10cmほどのもの

が最高の味で，これを軽くゆでて水で冷し，よくしぼっ

て醤油，調味料で調理するが，もっともおいしいのは天

ぷらにして天つゆ，ソースなどで食べる方法である。し

かし，ごまあえ，くる承あえ，味噌あえ等でもすばらし

『

●

琴

い味がする。生のまま炭火で焼いて味噌をつけて食べて

もおいしい。木曽福島付近の在のおばあさんたちはビニ

ール袋（約3009)入りを200円ぐらいで各家庭に売り

に来る。

タケノコ

取り方

．
、
１
ノ

旧
イ

ここでいうタケノコは，

信州の飯山，長野近くで取

れるネマガリダケが主であ

るが，このほかにも信州で

はチシマザサ，チマキザサ

のタケノコも利用されてい

るので題名をタケノコとし

た。これらの採集時期は5

月中旬から6月いっぱいご

ろで，このころネマガリダ

ケやチシマザサ，チマキザ

サの中に踏難込めば，皮を

かぶった小さなタケノコが

顔を出しているので取るの

は簡単であり，とくにネマ

ガリ擬ケは大群落を作って

いるので，大避にとること

ができる。ただし，竹の林

の中へ踏み込むので足ごし

らえと身ごしらえはよくし

ていかないと，とがった切

り株を踏蕊抜いたり，身体

に切り傷を受けたりする。

~‐
■

&

⑥

タケノコは大量に取ることが多いので，取ったものはヒ

モでしばってリュックか篭に入れて持ち帰る。タケノコ
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の仲間は採取時期を過ぎるとこわくなって食用に向かな

くなるので注意が必要である。

ロ）食べ方

取って来たタケノコは皮をむいてそのまま味噌汁へ入

れたり，煮つけて食べること力穆いが，米のとぎ汁を入

れた水でゆでて皮をむき，ごま酢あえ，酢味噌あえ，三

杯酢など酢を使った料理にも使われる。なお，ゆでて干

したものは保存がきくので重宝されている。このほか塩

漬にして貯蔵したり，ピソにつめられて売られているも
のもある。

14．リョウブの芽

イ）取り方

リョウブの木は大きな木が多いので，木に登って取ら

なければならないことが多いが，取る時期は信州では4

～5月にかけて芽吹いた若芽をつむ。しかし，大きな木

が多いので取るときは十分注意しなければならない。こ

のころの芽をつんで食べる人はあまり多くないが，40才

以上で戦時中の体験のある人はこの芽を取って来てリョ

、

ウブメシとして食べた経験があるはずである。異常気象

に基づく世界的食湿飢鐘が予想されている昨今，術荒植

物としてリョウプの芽をおぼえておけば，思いがけない

助けを山から得ることができるかもしれない。リョウブ

‘の木は日本の雑木林には至るところに生えているので，

ザルー杯分ぐらい取るのは朝めしまえである。
ロ）食べ方

江戸時代の昔から飢鯉の時に食用にされたという話が

あるが，食べ方は簡単で，取ってきた芽を一つま象の塩

を入れてゆでて水にさらし，水を切ったあとで御飯と一

緒に炊きあげるリョウプメシが，もっとも一般的な食べ

方である。そのほか，こ童かくきざんでご蓑あえにした

り，醤油と調味料でおしたしにして食べる方法がある。

15．イワタケ

イ）取り方

イワタケは菌類と藻類とが共生体をなす地衣類の仲間

に属しているが，ここで紹介をかねて山菜として取りあ

げておくことにした。しかし，このイワタケは生えてい

る場所が名前から想像されるとおり岩の上に生えている

ものなので，普通の人が簡単に取れるものではない。断
崖絶壁の途中に稚生していることが多く，下から長いハ

シゴをかけるか,上からロープで下る以外には取る方法

がない。わたくしは信州の伊那の深山でこれを取ったこ

とがあるが，この時は30mくらいの雪亘の絶壁の上か

ら2mぐらいの所に群生していたので，棒でつつき落と

して取ったが，かなり危険な作業であったdこのイワタ

ケは乾くとカサカサしてこわれやすいので，雨のあとに

取るほうがいいものが取れる。イワタケは軽いものなの

で取ったものはリュックかビニール袋に入れれば簡単に
持ち帰れる。

ロ）食べ方

以上でおわかりのとおり，イワタケは珍品中の珍品な

ので，きわめて貴重品扱いされていて，普通の家庭で大

量に料理して食べることは少なく，おめでたい結婚式と

かお祝事のときに使われることが多い。なお高級料亭に

行って特別注文すれば出してもらえる場合がある。この

食べ方は取って来たイワタケを水の中でタワシを使っ

て，ついている砂を取りのぞき，このあと食塩を入れた

お湯の中でよくもむと，よごれた黒色のイワタケが目が

さめるようなあざやかな濃紺色に変わってくる。こうし

て'でき上がったイワタケはお吸物料理,あるいは酢のも

のとして使われる。お吸物の場合はお碗のふたを取ると

えもいわれぬ高貴な香りがし，イワタケも柔らかい舌ざ

わりでおいしいものである。長期に保存する場合は，取

ってきたものをそのまま乾燥し，紙袋に入れてつるして

おけばいつまでも変わらない味を楽しむことができる。
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林木の生理12カ月
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(10)
はたのけんいち

畑野健一

(東京大学演習林）

前回,水分生理の項では林木の根から水が吸収され,菜

にて蒸散されるその上昇過程における問題点について主

として述べて来たが，樹体内の物質が転流するにば必ず

水に溶解した状態で行なわれ，同化物質が根をはじめと

する他の器官へ分配されるには水の下降が必要である。

水をはじめとする物質の転流，また蓄蔵についてのべ，

季節がら紅葉について若干ふれることとする。

VI.物質の転流と蓄積

水が転流する様相は1930年西独ミュンヘン大学教授

E・MUNcHによってはじめて合理的に説明されるに至っ

た。この説は圧流説(massflowtheoryjDruckstrom-

theorie)といわれ，次のような内容である。

嘩において同化作用によってできた糖が蓄積すると，

浸透圧の増大にともなって水は木部より葉に吸収され，

そこで水圧が高まり，これによって糖液は葉の同化組織

の細胞から原形質連絡を通じて飾管に送られ，またその

溶液は原形質連絡を通じて形成層の細胞へ送られる。形

成層で糖の一部は新細胞構成のために用いられ，液は木

部に入り，そこで一部澱粉として貯蔵され，水だけが木

部を上昇してふたたび葉に入る。また根で吸収された水

または溶液は木部を上昇するが，一部は飾管に入ること

がある。しかし飾管に入った液は直ちに形成層を通じて

木部に入って上昇する。この流動の原動力は糖の生成部

分と消費部位との圧差によるものである｡」

飾管を流れる同化物質は皮部に刻承目を入れ，取り出

される排出液を分析するか，またはアブラムシの吻針の

先端(aphidstylettip)によって集められた液によって

調べられる。ポプラ，ブナ，クリ，カエデ，ハンノキな

ど多くの広葉樹についてははじめ蕨糖の承が検出されて

いたが）その後ラフィノーズ,スタキオースがポプラ・ユ

リノキなどより痕跡程度検出され，またアメリカトネリ

コ(whiteash-FWz蝿""sα加eγ”"α）では蘇糖ラフ

ィノース，スタキオース，ベルパスコース（ガラクトー

ラブィノース

ス＋ガラクトース＋ガラク トース＋グルコース＋フラク
1

スタキオース

上三子の組成をもつ)が見いだされ,特にｽﾀｷｵー ｽ
が多い')。また単糖，糖燐酸，還元性の少糖類は見いだ

せない。夏期糖含有量は下部で減少し，秋には下部でス

タキオース，ラフィノースの濃度が高まり蕨糖の量が減

少している。夏，スタキオース，ラフィノースなどガラ

クトースを含む糖を分解する酵素：ガラクトシダーゼが

節管内で作用していることが想像されるが，飾管液から

は取り出せず，ガラクトースも検出されない。また節管

内樹液は弱アルカリ性であることが古くから知られてい

るが，これが糖の分解と関係があるかどうか明らかでな

I,､2)｡

転流のメカニズムに関しては飾管の櫛造が関係し，飾

板(siebeplate)の透過性，箭管壁細胞質の半透性の変

化なども影響し，また秋樹勢がおとろえたとき，節管内

にカロース(callose)というポリサッカライドよりなる

組織ができて，春になるとこの組織が溶解し，通導が潤

滑になる。節管そのものの細胞質には澱粉合成能を有す

る色素体(plastid)を含むが，ミトコンドリア(mitoc-

hondria)がほとんどなく，糖分解は不可能であるが，

飾管をとりまく細胞，被子植物では伴細胞(comp"ion

cell)や羊歯植物・針葉樹の蛋白細胞にはミトコンドリ

アが多く，糖分解の可能性がある3〕･

筋管を流れる樹液は高濃度の糖溶液（10～30％）であ

るが，窒素化合物については0.1％前後で，アミノ酸

(アスパラギン酸・グルタミン酸が主)，アラントイン，

アデニン，核酸なども微量含まれ無視できない。また成

長物質も含まれ，成長しつつある最も強く呼吸している

芽や果実などでは多避に成長物質が検出されることは転

流物質を最も強い誘引力で受けとめていることになる。

アブラムシ吻針によって集められたヤナギの飾管液には

微量（約10"g/100ml)のアブサイシン酸(成長の項参

照）が検出され，ヤナギ休眠期の進行とともに増量す

る4)5)。

林木の幹・枝および根はまた貯蔵器官として重要な役

をなし，木部の柔組繊，射出組織および皮層の柔組織な

どがこれにあたっている。貯蔵物質として燈も多いのが

椴粉で，糖がこれにつぐ。澱粉の季節的な消長は落葉樹

と常緑樹でいささか趣を異にする。

落葉樹であるヨーロッパのクリ("s舷泥cα麺蜘α）を

例にとってゑると,冬期,貯蔵炭水化物は呼吸に費されて

減少するが，その程度はそれほど著しくない。春になっ

て芽が出るころ，新器官形成のために炭水化物は糖とし

て木部の通導組織を通って上昇する。葉ができ，光合成

が盛んになると貯蔵物質は増量して10月に最高に達す

る。また根では8月，幹の成長が最高となるころ最低値
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に達し，その後，幹・根ともに増加し，10月に至る。

常緑のカシの類(QzMe'℃"sIた鄭）では根が主として貯

蔵器官となり，幹における炭水化物の季節変化はあまり

めだたないが，根の炭水化物は冬期次第に増加し，5月

に至って最高に達する。その後急減して'8月最低に達

し，また次第に増加に向かう。

亜寒帯樹木では炭水化物が糖の形となって存在し，こ

れによって耐凍性を増加する。炭水化物以外の貯蔵物質

としてば脂肪が見いだされ，澱粉を貯蔵物質とする樹木

を澱粉樹(starchtree)と称し，また脂肪を貯蔵物質と

する樹木を脂肪樹(fat"ee)といい，前者としてカエ

デ，シデ，クリ，ブナ，カシ，ニレ，プラタナスなどの

広葉櫛後者としてはトチ，カバ，クルミ，ポプラなど

の広葉樹およびマツ，トウヒ，ダグラスファー，ツガ，

イチイなどの針蕊樹があげられる。カバ，クルミ，ポプ

ラのある種およびヤナギの類は澱粉・脂肪両者を含む。

針葉樹のモミ，イチョウはこれに属する。

V1I．紅葉

秋から冬のはじぬ気候の変化につれて落葉広葉樹の多

くは紅葉現象を示す。これは葉内のアントシ．アン（花青

素：配糖体[glycosidemをなすアントシアニソおよびそ

の非糖部分であるアグリコン[aglycon]との総称）の形

成によって起こることは古くから知られている。アグリ

コソであるアントシアニジソは3および5位の水酸基の

一つ，あるいはその両方に種女の糖が単糖のまま，ある

いは二糖体となって結合した色素配糖体である。

Cf

1に位置する酸素は

4価である

アントシアニジン

股も顕著な紅葉を示すカエデの類，ハウチワカエデ，

ヤマモミジ，ウリハダカェデにはクリサンテミンという

アントシアニソが見いだされる8〕。

HO

0H

OH

常緑の針葉樹スギなど

ではむしろ議寒時に葉が

褐色に変化し，春の到来

とともに次第に緑色に戻

ることはしばしば見かけ

る現象である。スギやヒ

ノキの褐色葉を1％メタ

クリサンテミン毎誕翠でめっ。ハキヤに

(C2LHg,O,,CI)ノキの褐色葉を1%メタ
ノール塩酸で抽出した液を加水分解するとシアニジンを

得る。

緑葉からも2N塩酸を加えて加熱して色素分離を行な

うと,同様ジアニジソが検出されるが,これらの加水分解

H、
0

0H

HO

H

O
I

C頒繭Cs

鍔

シアニジン(C,5H,,00CI)シアニン(C27H3,0,6Cl)

操作ではロイコシアニン(シアニン類似の無色の物質)が

シアニジンとなって出現する可能性があり，褐色葉と緑

葉の差をこの色素含有量の差で十分に説明できない9)。

一方，メタセコイヤではカロチノイド総量が4月から

11月中ごろまで減少していくが，桃色のカロチノイドが

11月中旬出現する'0)。この桃色力F:チノイドはスギ索殖

物の多くでは落葉性のイヌスギ，メタセコイヤ，ヌマス

ギでは11月ばじめより落葉直前にむけ増加し，常緑性

のメギ，コウヨウザンでは11月末ごろから出現し，1

～2月ころに最大値に達し，早春次第に減少し，4月に

はほとんど検出されなくなる。イチイの赤い仮種皮に

β-カロチンなどとともに含まれるロドキサンチン(rho-

doxanthin.)(C40H5003)と同一物質であるとされ，この

物質の消長が針蕊封の冬期褐色葉のおもな原因であろう

といわれる皿>･

葉中のアン'トシアン形成をひきおこすには人工的に枝

に蘇糖を注入することによって達成され，また枝の傷付

けで糖が蓄積されると効果がある。また光の波長,低温，

窒素含有趾，昆虫による食害とも関係がある"。

秋のカエデの紅葉は最も見なれたものであるが，中に

ぱ春に紅葉するカエデがあり，いったい樹体内でのアン

1､シアン形成の機描がどう異なっているのだろうか。閲

題は残されている。
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落とせといっても，簡単に落ちそうにないな」

「そりゃ，そうだ。死ぬ童で，お前の主義主張を押し

通しなよ･しかし，温室育ちが温室から出て雨に当たり

すぎると，枯れるし，風に当たりすぎると，倒れるし，

全く厄介な存在だよ」

「そんなこといつたって，官庁という温室に死ぬまで

おれるわけではなし，今度は会社に行って，会社という

温室の中で生きているが，そのうちに家庭という温室の

中で，のんびり足を伸ばして，ゆったりした気持で，あ

の世に行きたいものだと望んでいるよ。われわれの仲間

で，温室から出て，枯れたり，倒れたりした者も少なく

ないが，どこか風当たりの少ない日影で，細燕と暮らし

ている者も少なくないので，何とかなると思うよ」

「そうなんだ，僕のように野生植物のような奴は，踏

まれても，叩かれても，また頭を持ち上げる，たくまし

↓､生活力はお前にはない。困った時には力になってやる

から，相談に来い」と。

彼は，兄貴づらをして，僕とつき合っている。

彼のいう「温室育ち」には悪い響きは感じられな↓､。

林・語．録(20)"''"'"'"'""""!'""!:＝
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堀田正次

（三菱製紙K.K.)

（1）

公務員の生活をしたことのないわたくしの友人はわた

くしのことを「温室育ち」という。彼はわたくしに向か

って

「お前のように30年も公務員生活をし，しかもスタ

ートから大学卒という急行券を持って，官庁づとめをし

た人は，過保護の老いたるお坊ちゃんである。世の荒波

や，風雪に耐えて来た人間の苦労も知らず，若いころか

ら，営林署長さん，課長さん，部長さん，局長さんと，

あがめたてまつられ，青テーブルを前にして，大きく構

えて威張っているうちに，後進に道をゆずる年になっ

て，天下って民間に入る。ありがたい御身分だよ。

君は公務員時代に『ありがとうございました』とか

『恐れ入りました，以後気をつけます』と平身低頭した

ことがあるかね。

金利のつかない，しかも，税金の心配のない金を湯水

のごとく使って，募らせるなんて，極楽も極楽，全く温

室育ちの老いぽんぽんだ･･･」

と，ぼろくそにけなすb

けなしながらも，自分もでき得れば，お前のような生

活をしてゑたかつたと羨やむ気持も，彼の心の中にある

らしく，この温室育ちのわたくしに向かって，時には,右

せんか，左せんかの重大問題の相談を持ち込んで来る。

そんな暁温室育ちの頼りない老いぼんぽんになぜ相

談するのかと，反問すると，

「世間ずれのした奴に相談すると，話の中の裏の裏が

あって，厄介二F万であるが，お前の判断は，一番雑音の

入らない公平無私の純粋熊判断であるからだ．･･･」

と笑顔を作って答える。

「温室育ちで悪かったね．･･･」

「何も悪いとはい？たおぼえはないよ。時を人がよす

ぎて，気の毒に思うことがあるよ，お前ぐらいだまされ

やすい奴はいないから気をつけるよ・・･」

と忠告もしてくれる。

「この年になって，30年の役人時代に身についた錆を

●

五陸

（2）

ある中小企業の経営者と知り合いになり，談たまたま

麻雀の話になった。

彼の麻雀はわれわれから見ると，レートが高すぎて賭

博の範畷に入る。一晩に10万円程度のやりとりがある

という。

「どうです,.一度仲間に入りませんか」と誘われたが

即座に「とうてい，だめだ」と断わると，

「貴方の麻雀は公務員時代に覚え，修業された麻雀だ

から，いわば，温室育ちの殿様麻雀でしょう，だめだろ

うと思っていました」という。

ここでも「温室育ち」という言葉が出てきた。

彼どの麻雀の一問一答は次のとおり。

「僕の場合麻雀をする目的は親睦とレクリェーシ罰ソ

だが，君の目的は…･」

「わたくしたちの仲間は，商売の勘というか，商機を

つかむためにやっています。したがって，同業者よりも，

迷った商売の仲間とやった方がいいようでず。なぜなら

ば，麻雀途中で相手が何気なく放つ短い言葉の中に，商

売上参考になる言葉が多いからです。同業者間ではそれ

がありませんので，あ重りやらないことにしています。

勝つためには，あくどい三味線もひくし，違反すれすれ

の手を打って，相手を倒すことに熱中する。勝っても負

けても，激しい疲労を感ずるが，不愉快な疲労ではない

ので，翌日の本業にはマイナスになりません…‘」

＝

3

⑥
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「ファイトが湧いて来て，また研究に熱中し霞す」

「どういう動機で始めたの」

「今の世の中で，自分の全身全霊をぶつつけてゆける

ような，何か楽しくて，意義あることがありますか，理

髪業界に入った当初は，コツコツと貯金をすることもや

って承ましたが，毎日毎日が味気なく，軽いノイローゼ

気味の時に，仲間に誘われて，この道に入りました｡」

「まだ独身？」

「そうです。結婚してから競馬をやれば，女房がプツ

ブツいうだろうと思うと，結婚する気もしませんよ」

「競馬，競輪から悪の道に足を踏承込む人が多いこと

を忘れないで，深入りしないうちにやめたらどう．…」

「ご忠告ありがとうございます。でも，穴の大小はあ

れ，当たった時の快感は，今の私にとっては，生き甲斐

というのでしょうか。いい気持ですよ。時に旦那はやら

ないんですか」

「賭け事はいっさい嫌いでね，麻雀をちょっとやるだ

けだ。もっぱら読書とテレビ見物が専門だ」

「何だか優等生のような生活ですね。そんなことをく

り返していて，この世の中は面白いですか」

「大して面白くもないが，この年になって変化を求め

て，生き甲斐を探そうという気にもならんし…･」

「旦那は，私の学校時代の先生のように，何だか温室

育ちの坊ちゃんのような人で，悪いことのできない人と

違いますか」

こんな所で，こんな若造から「温室育ち」という言葉

を聞かされようとは。ギクッとした。

何だか，若い者に馬鹿にされたような，不愉快な気持

で理髪店を去った。

また，いわく

「この激しく流動している世の中で，一時的にしろ，

ギャンブルに熱中して，息抜きをしたり，気分転換をは

かろうとは思いません。人間のやることは麻雀と同じ

で，「運」によって左右されることが多い。ヤクルトの

三原監督は「ツキ」を大切にするが，わたくしたちの商

売も「運」と「ツキ」を大切にし，儲かる時には稜極的

に頑張り，悪い時には消極的に不離不即で麻雀相手を見

つけて，果報を待っています。朧雀に教えられるところ

が多いですよ」

最後に「こんなことは温室育ちの方にはピンと来ない

かもしれませんが…･」とつけ加える。聞いていて，何

だか馬鹿にされたようで，いい気持ではなかった。
画
《

（3）

某月某日，丸ノ内かいわいの理髪屋に行った。息子く・

らいの若い男が当番にあたった。客が少なかったので，

理髪されながら，彼と次の一問一答を交えた。

「君の趣味は」

「競馬です」

「行くの」

「休みの日は必ず行きます」

「儲けた？」

「いや損をしたことの方が多いです」

「それでも行きたい？」

「暇な時は新聞でいろいろ勉強しておりますが，学校

の勉強と違って，競馬の勉強は興味津をで，時のたつの

も忘れて，楽しいですよ」

「負けた晩は」
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れ,関越道直江津線は現在調査が進められている。また，

北陸新幹線は48年度に着工が決まり，昭和54年には開通

させる見込承といわれている。こうした背景をうけて，

本県の観光レクリエーションの今後は，県観光課の資料

によると第1表のとおりである。ただし，これは県内観

光地別入込者累計数（延人数）である。

函地域林業の育成策を考える

－その3－

押し寄せるレジャーの

波と森林

リエーションの利用目的別推計
一一一

眉､年'43年46年'50年'55年
万人万人万人万人万人
3,53215,31516,58119,800114,000
100.0100.01100.01100.01100.0

第1表観光レク
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わが国における経済の高度成長は，国民の生活水準の

向上と,大都市における産業と人口の集積をもたらした。

そして，大都市における精神的緊張と産業公害の深刻化

は，人々をして自然について考えさせ，自然復帰，人間

性の回復に対する願いを切ないまで庭高めさせている。

一方，高速交通網の整備や，労働時間の短縮などによ

る余暇の増大などほ，自然休養という形で消化され，都

市と農山村における所得絡差や，労働条件のアンバラソ

スなどぼ，森林地帯に「地域開発」という名のもとに各

種のレジャー施設や，別荘地を中心とした休養施設の造

成を急速に進めており，無秩序な開発による自然の破壊

も進んでいる。

産業公害ば，自然を失うところまで深刻化し,PCB,

メチル水銀などによる食品の汚染や，一酸化炭素，亜硫

酸ガスなどによる大気の汚染等は，都市周辺から山間部

にまでおよんでいる。その結果,一部の学者については，

異常と思えるまでの自然保護論評を提唱している現状に

ある。

このような条件のもとにおける国民の自然観光や，レ

クリエーションに対する欲求は今後ますます高ま為こと

が予想されるなかで，県土の80％におよぶ森林と，三

千メートル級の雄大な山岳や美しい高原，すぐれた湖沼

など豊かな自然資源と，好適な気象条件に恵まれている

本県への観光入込者は，高速自動車道，鉄道新幹線の整

備，モータリゼーションの発達とあいまって，今後も増

加の一途をたどることが予想されている。

高速自動車道については，中央道西宮線は小牧から伊

北インターまでが50年度，伊北インター一甲府間は51

年度が開通の目標となっており，中央道長野線（諏訪一

松本一長野）は48年度に整備計画を決定するよう推進さ

すなわち，昭和46年には観光入込者は6,580万人を

数え，昭和40年の約2倍に達し，昭和55年にはさら

に倍加して1億4,000万人の利用者が見込まれている。

これらの利用目的地別構成比を見ると，昭和40年に，

31.6％であった高原・湖沼が50％と著しく伸びること

が予測されている。

森林地帯の開発の現状

本県の森林の樹種椛成はカラマツ，アカマツなどの乾

性樹種が全針莱樹の76％を占め，自然休菱に好適な林

分がきわめて多く，森林利用の形態が観光．保健休養的

に移行していくことは明らかである。これらの事態に対

処するためには，生活環境の緑化や造成に対する面から

も新しい政策の推進が求められているが，森林の開発あ

るいは休養的活用に対する面からも，森林・刺築に対す

る新しい政紫の展開が強く望まれているところである。

本県における森林の開発の現況を，昨年度に実施した

実態澗査についてみると，大略は第2～7表（開発の実

態調迩）のと諮りである。

この調査は’過去10年間に森林地帯が開発され，あ

るいば具体的な開発樅想を策定して開発に着手しようと

しているものであって，おおむね5ha以上の広がりを

もつものを対象として，その地域の概況，開発の形態，

施設の現状と将来計画，開発に対する問題点などについ

て調査したものである。その結果，第2表に示すとおり

7,121haがすでに開発され|,4,847haが現在開発途上

にあり，計画中を含めると26,668haの森林が開発され

ようとしている。これらの開発を目的別に見ると，別荘

地の造成が16,688ha,63%と圧倒的に多く，次いで林

~

、
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第2表開発目的別内訳（昭47．開発の実態調査）
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物であった。緑の森と，太陽とそし

て蝋かな水，これらはすべての人間

が一様に求める本能的なものであ

る。終日陽光を見ることなく地下街

に生活している者や，スモッグにお

おわれ各種の公害に悩まされながら

大都市のピルの谷間に生活する者に

とって，さんさんと降り注ぐ陽光の

もとにかがやく緑の大自然はかけが

えのない貴重なものとして映ずるで

あろう。またこれらの都市に生活す

第5表開発前の所有形態別面積

匿蕊霧,恥”燕蒋画犀－－原~1市町村|財龍区
千曲川上流地域1,3313,939

千曲川下流地域1201，0985412751，3853,419

中部』山岳地域1,002771，5001，596784，253

木曽谷地域1,2441406442001802，408

天竜川上流地域1746085,1581,2703422257j777

天竜川中流地域9383822302081風758

合計(¥)6,a)10,23)4,W:)4,$")26tW:)（％）（1）（23）（39）（18）

内園地運動広場等を含む休養施設が3,662ha14%,る者が健全に生活し，五体健全な子孫を生承育てるため

以下スキー・スケート場，ゴルフ場等の順となっていには，一時的にせよ，緑の自然の中挺はいって生活する

る。開発地の平均傾斜度は，10-20。が14,691ha55%ことは何をおいても必要なことと考えられる。このよう

と大半を占めているが20～30･も4,849hal9%におよな立場から見れば，自然の活用を便利ならしある開発ほ

ぴ予想以上に急斜地にまで開発がすすんでおり，標高別必要なことであり，全国民が等しく利用できる施設の造

にば1,000～1,500mが17,536ha66%と圧倒的である成が望まれている。

が|,1,500mを越える商所にも3,723ha14%と開発の手ところが現実の開発について承ると，公共施設の造成

が伸びて来ている。開発前の所有形態についてみると第は遅れ，地価はうなぎのぼりに急勝し，開発地は一部の

5表のとおり，財産区,市町枕部落共右で全体の80％高額所得者階層の専有物となっている。さらには開発地

を占めているが，これは土地取得に際しての用地折衝の利用目的を離れていたずらに土地の先行取得や，開発

や，登記面で好都合である単一所有者もしくは大而積所地の地価の高騰を待って利益を得ようとする投機的な目

有者の山林から開発されていることがうかがえる。的で土地取得をするものがきわめて多く，土地問題とし

開発主体についてば,民間会社が17jO49ha64%と圧て大きな社会問題をひき論こしてい為ところでああ。

倒的に多く，次いで,県企業局3,883ha,市町村,財産区昨秋北安曇郡白馬村で行なった林地流動化実態調査に

2,838haなどとなっており，開発形式は，分穣方式をとよると，過去5カ年間に2,958件1,932haの林地の移動

っているものが菅平方式を含めて15,992ha60%となつがあり，これらの中で2,286件865haが県外在住者によ

ており，貸付方式を採用しているものが5,468ha20%,って取得されているが，取得者に婦人名義のものがぎわ

直営その他が5,208ha20%となっている。あて多いことや，取得後数年を経ても建物が建築されず

分譲時そのままの姿をとどめているものが数多く見受け

自然休養の実態られることからして，高額所得者の所得の扮飾や，企業

もともと人間は森の中に生まれ，森の中で生活する動の隠し財源として土地を取得したり，投機目的での取得

－28－
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の開発において採用した方式であって，土地を
（林地流動実態鯛査白馬村）
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発するものであって，公共施設のほかは一般に
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「直営その他」の中には，売店，旅館，休憩公
共施設等をそれぞれの経営主体に分鍍または貸
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がきわめて多いことがうかがえる。（第8，9表）一般に森林のレクリエーション的活用は，さきにも述

本県における別荘分譲地の地価は3.3㎡あたり，千数べたように「地域開発」というきわめて耳当たりのよい

百円程度のものから，軽井沢方面における10数万円に名称のもとに始められている。ところがその土地が企業

耐たるまできわめて大ぎな価格差がゑられるが，地価の資本の手を経て開発された後には，企業は土地の処分や

高い軽井沢などにおいては，一般大衆にはとうてい手のその他の開発利潤を追求するあまり，当初のもくる承と

届かない価格にまで地価が高騰し，取得できる者が一部はきわめて異なったものが造成され，レジャー産業は，

に限定されていることもあるが，こごでは投機的な目的地域の産業として定着することなく，地域住民は汚物の
から取得しようとする者は少なく，真に別荘地を必要と処理や，水質の汚濁あるいば交通などの新しい公害に悩

する者によづて購入されているので，建物の建築進度はまされているものも少なくない。

きわめて高い現状にある。一例をあげると，本県のある町においては，所得格叢
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や，交通の不便さなどから過疎に悩まされ，これを打開

する手段として開発に着手することとなった。土地所有

者は,当初,山林としては想像もできなかったきわめて高

い価格で土地が処分でき,売却代金で自家用車を購入し，

家屋の改築などを行なって得意然としていた。若干の農

封地はここで栽培される野菜類が直接地元処分ができ，

土地を手離した農民は，レジャー産業に再雇用され二次

産業に従事できるものと信じていた。ところが開発が進

むにつれ,開発主体は二転三転して,ついにある大企業に

移り大企業は熟練した専門の労務者を送りこゑ，当初農

協等を通じて直売できると喜んでいた盤産物も，開発地

の在住人口の激変や，下手な農民商法などから次第に経

営が悪化し，ついには経営援助という名で参加していた

大手企業が市場を独占する形となり，やがてはそこで収

穫された農産物も地元消鋤がなされないままに大都市へ

出荷せざるをえなくなり，企業は自己系列下のスーバー

を通じて他の商品とともに逆移入して商業活動を行なう

ようになってしまった。

土地を手離し，住宅を改築した住民は生活の場を完全

に失って再度離村をはかる者さえ現われ，かつてはのど

かであったこの地は，うわくはばなやかではあるが住民

にとっては無情な夏期都市（サマータウン）として都会

人の享楽の場と化している。

土地を手離し，働く場を失い，水質の汚れを憂慮しな

がら細灸と生活する地元住民にいったい何が残されたで

あろうか。またここを利用する者にとって本当の自然休

養がはたしてできるであろうか。やがてはここも良識あ

る都会人からも見難される運命を背負っているのではな

かろうか。

開発と林業

無秩序な開発は，自然を破壊する結果となり，それが

自然保護に対する国民的な要諦を高め，ひいてば自然保

護を強調するあまりに正常な林業活動をさえも自然を破

壊する手段ときめつけようとする考えを出現させてきて
いる。

もともと林業は，自然を利用するところから始まり，

豊かな緑の造成を目的としており，従来においても木材

の供給をはじめ，国土の保全，水資源のかん義，自然環

境の保全・形成などの諸機能を通じてわが国経済の発展

と国民生活の向上に大きく貢献してきたところである

が，国民の健康を守るうえからも進んで自然を提供し，

健全な保健休養的な活用と，その磯能の充実にも努めな

ければならないことはもちろんである。

しかしながら昨年後半にかけて見られたような木材価

格の高騰などにも対処するとともに，その数量確保が必

ずしも安易に期待しえない外材輸入の今後の見通しなど

にも対処しなければならない。

開発の適地は，林業における生産性の最も高い地域と

一致している。ちな承に前述した開発地について拳ると

開発地の催とんどが，地利調査における，等地（林道よ

り500m以内の林地）に属し，本県の森林の，等地に対

する割合は約7％に相当している。そして従来の開発は

林業を駆逐する形で展開されており，林業もまた開発を

回避してきた。林業対象地はスプロール化され，生産条

件は劣悪化してきてい患。したがって林業関係者は開発

を敵視するような傾向にさえある。これは一つの土地を

それぞれのセクトでとらえている行政指導の欠陥でもあ

り’これからの林政を発展させるためにはこの考え方を

排除しなければならない。

乱開発を防止し，国土の有効な利用を期するために

は，森林地帯をレクリエーション地として開発すべき地

域，木材生産活動を行なうべき林地，厳正に保全すべき

林地などに区分して，その区分ごとにおける管理を厳格

に行なおうとする考えもある。ところが民有林において

は森林所有者はきわめて複雑多数であって，森林の活用

に対する意向も千差万別であり，単なる行政指導の承に

よって一定の目的に迫った林業経営あるいは森林管理を

行なうことはきわめて困難である。また，線引きを行な

うにあたっては，利害が異なる所有者のすべてをそれぞ

れ満足させることは不可能であって，線そのものも互い

の力関係で左右されることも予想される。これらの線引

きは，国家または公共目的によって個人の所有を認めら

れている森林を拘束しようとするものであるが，森林の

もつ公益性はその計量化がきわめて困難であり，当該森

林の公益性によって，憲法で認められている私有財産権

の行使をどの程度まで制約しうるかその判断はきわめて

むずかしい。したがって，現状においては線引きによる

管理も万能とはいいがたい。

現在，「保健休養地の造成」という名称で造成されて

いる別荘団地の多くは，幾何学的に細分化されて分鍍さ

れており，そこには林業の生産活動や，地元産業との関

連を無視した，レジャー用としての効用をの染求めてい

る姿があり，かつてはすべての住民の共有する緑が一部

の者によって独占され，山菜の採取など自由に立入り活

用できた森林も一般の立入りが禁止され，企業はその資

本力に物をいわせて自己本意の開発を促進している。こ

れらが一般地元住民から反感をうけ，心ある農林業関係

者と開発関係者の対立するところとなっている。

国土面積の狭いわが国にあっては，国土の高度利用は
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きわめて重要な問題である。わたくしは，従来の林業の

中へ森林の保健休養的な活用を取り入れ，森林を育成保

護しながら，あるいは保健休菱的に活用しながら林業生

産活動を行なうこと，すなわち「緑の保全」「緑の有効

的活用」「木材資源の供給」の三者を総合的に関連させ

ながら，それぞれの効果を最大限たらしめることこそ，

開発面からとらえたこれからの林政の進むべき方向であ

るとともに国土の有効的な活用の仕方であると考えてい

る次第である。そしてこれをなしうるのは，林業関係者

をおいて他にはないと信じているところである。

森林の効用の中で，「木材資源の供給」に力を入れす

ぎた場合，緑の保全や緑の活用はその効用を減退させら

れ，「緑の活用」（休漉的側面）に力を入れすぎた場合

は，木材の供給や，緑の保全はその機能が減退させられ

る。また「緑の保全」の象を強調すると，木材生産や緑

の活用に対する機能が減退させられる結果となる。本県

て所有者側に残し，土地の使用権(地上権)を売買し，

土地使用料は借地料として土地所有者に還元する方式

である。この場合立木の処分権は土地所有者側にあ

り,地上権の使用期間は一応20年と定められ，借地

料はおよそ5年ごとに改更する仕組となっている。道

路開設および維持費，上下水道配管費，配電費などの

施設投資額は，開発協力磯として平方メー,､ル当たり

に換算して入居者が負担することとなっている。

③立科方式.…北佐久郡立科町で行なっている開発方式

であって，この方式は，開発地内を施設地区（レジャ

ー基地’旅館,商店）と休養地区（別荘，学校寮）に

二分し，施設地区内にはスキー，スケー1,場，舟遊施

設，リフト,運動広場等の施設を集中的に造成してその

上部に休養地区を配臆しているが，休韮地区もこれを

学校寮地区と，一般休養地区に区分して環境の保全に

努めている。ここの特徴は，開発地内に30m/ha以

上の道路を開設して林地内の適地を

散在的に建物敷の承を貸し付けるこ

とであって，ここでは他の方式に見

られるように区画内林木をそこに建

設された別荘の庭木として維持し観

賞するのではなく，眼下に展開する

森林が等しく入居者の庭であって，

緑を独占的に使用する姿は見当たら

ない。林業の生産活動は依然として

行なわれ，枝打ち，間伐などはもち

ろんのこと部分的には小面菰皆伐さ

えも行なっており，カラマツの下木A

A↓ にヒノキ’モミなどを植栽して将来ノ、
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木材生産悩孤型 自然係碓偶猟武リ 休蕊的活用偏飛型

における別荘地の開発は次の三種類に分類される。て入居でき，一般的に出費はきわめて少なくてすむ利

①軽井沢方式…･企業が別荘開発を行なっている一般的点があるほか，投機的な思惑からの土地取得は全くつ

な形態であって，取得した林地内を幾何学的に細分しけ入る余地もなく，冬期間の維持管理や，風倒，枯損
て，その土地および立木を含めて分譲する方式であ木の処理なども施業委託をうけた森林組合が管理にあ
る。一般に投下資本を短期間に回収することができるたる開発を行なっている。

が，開発地のより多くを処分し企業利益をあげようと本県の零細山林所有者に，林業経営あるいは林政の今

するため，相当の急斜地や景観その他の点から保存し後について尋ねると，その大半は「どうせ林業はもうか

たい箇所も処分の対象とされている例が少なくない。らないし，また林業でもうけようとも思わないが，いず
オミ

②麻績方式…･東筑摩郡麻績村で行なっている開発方式れ植林しておけば，開発されたときは土地は高く売れる
であって，軽井沢方式同様に土地区画は行なっているし，また開発されなくても不時の事態に対処できるか

が，林地内の立木と土地を分離して立木を保存登記しら」といった考え方が強く，その大半は開発を羨望的な
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まなこで見ている。またこれからの林政についても「ど

うせ昔からやっている林業に大きな変化を朔待しようと

しても無理でしょう」となかばあきらめに近い感覚でう

けとめているものが少なくない。これは，現在行なわれ

ている林業活動の周期がきわめて長期的であることと，

その労働の質や企業的に象て利潤の低いことに起因して

いると思われるが，それに加えて，明治以来の林業に対

する考え方，すなわち植林一保育管理一伐採収穫が，め

まぐるしく変貌する今日の社会情勢から致てきわめて前

時代的のものとして映じ，林政の転換に対する策のなさ

にあきらめをおぼえ，新しい政策に対する期待さえも失

いかけているのではないかと思われる。

北信地方の有名観光地をもつある町においては，地域

開発という観光レジャー産業と，別荘地造成が進承，林

地のスプロール化が進展するとともに，「どうせ植林し

ても別荘地となるし，雑木を伐って杉やカラマツを植え

ても木が若くむしろ地代が安くなるから….」といって

連年100ha以上の拡大造林の実績を保っていたこの町

の造林意欲は，開発の進展とともに急激に低下し，ここ

数年10haに満たないようになってきた例も見られる。

別荘地を中心とする休菱施設にも林木は必要不可欠の

ものであって，緑のない箇所における開発はありえな

い。前述したとおり，現在の社会機構においては，国民

の健康を守るうえからも森林の保健休養的活用はきわめ

て重要であって，広く国民一般に開放する必要に迫られ

ている。林業とは，「森林の育成および利用を目的とし

た計画的活動である」といわれている。この意味の林業

では，目的とする森林の利用は必ずしも直接の経済的利

益の収得にとどまらず,森林がわれわれ人類に与えてく

れる福祉的利益をうけることを目的とすれば足りる。し

たがって，その計画的活動に林産物の収穫行為を伴わな

くても林業であるといえよう。従来から行なわれている

林政は，林業行政睦産行政)に偏りすぎ，そこに存在す

る森林そのものに対する行政すなわち森林行政につい

てはややもすればおろそかにされてきているきらいがあ

る。緑を造成するための造林に対する助成策は，狭義の

森林資源の造鹿すなわち｢木材の生産｣を基調に展開さ

れているため，補助造林地が転用（転用に対する判断も

きわめてあいまいであるが）された場合，交付された補

助金は返還しなければならないなど，木材生産林地の確

保に努めるような仕組承となっている。そしてこれらの

補助対象地は当然のことながら林業地帯（木材生産林地

帯）に限定されている。しかし緑の造成が国民的要請に

おいて急務とされている今日においては，木材生産のた

めの緑の造成の承にとどまらず，すべての植林行為に対

しても国家的助成を行なうべきではなかろうか｡そして，

森林地帯の中でますます条件の悪い箇所に追われている

林業従事者も，木材生産林業のみにとどまらずに，その

すぐれた技術を駆使して，進んで保健休養地の造成整備

や，都市内の緑地造成などにも積極的に参加し，その行

政指導の主導権を林務の中に置く，いわば守りの林政か

ら攻めの林政への転換を強く希望する次第である。

また，第二次林椴事業で行なうこととなっている森林

総合利用についても，森林利用に対する間接的な利益の

享受の承ではなく，森林の効用を全面的に活用した産業

の展開をはかるとともに，零細山林所有者の唯一の協同

組織体である森林組合においても，組合活動の範囲を木

材生産活動から，緑の活用全般にまで広めるよう措置す

るとともに，土地のスプP－ル化を防止し，幅の広い森

林の活用と，健全な森林管理を進めるうえからも，一例

として紹介した立科方式の開発などをさらに改良して，

真に農山村に定着した地域開発などを通じて，山村住民

あるいは森林所有者の所得の増大および地位の向上に努

めるべきであると考えられる。

また，近年林道の開設を蕊たが，利用者はレジャーに

入山した都会のマイカーによって占拠され，林道ではな

くて観光道路であるといった声を聞くことがしばしばで

ある。林道はもともと産業振興上の目的から，多額の自

己資金を注ぎ土地を提供して建設したものであり，レジ

ャーを享受するための第三者の自由の立入りを無制限に

許すべき性格のものではない。にもかかわらずこれらの

入込者がたまたま聯故に遭遇した場合，道路管理者がそ

の責任を追求される例も見受けられる。

緑の保全に対する代償も，保安林など一部の森林を除

いては全く行なわれておらず，森林の景観に対する観賞

料は無償であることが当然であるように思われ，その保

全の承が要求されている不合理さがある。

林道はもともと森林を活用するための手段であり，そ

こに存在する森林はその育成管理のために注いだ林業関

係者の長年にわたる血と汗の結晶であることからして，

その活用に対しては，利用者に対価の分担を求めるこ

と，すなわち入山料に相当する林道利用料などを求める

ことに何のためらいが必要であろうか。

われわれは緑をつくり，守りそして育てなければなら

ない。そして，それを広く全国民に利用できるように措

置しなければならないが，開発行為を一部の企業に独占

されて，緑をつくり守って来た林業関係者が駆逐される

といった不合理は，やがてはわが国のすべての森林を二

度と戻すことのできない状況に追いやるであろう。われ

われはこのあやまちを正すためにも敢然として立ちあが

り，勇気と英断をもって事に対処し，明日の林政に向か

って歩を進めようではないか。
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自走式小型ウインチによる

間伐木の簡易架線集材の実態

作業現場での天気予測法

。
垂 気象庁木村耕三

測量No.231973年9月P10～14

現地での天気予測の方法についてわかりやすく説明さ

れているが，天気予報の出し方，注意報・警報の出し方

などについて，その限界を述べた後で当面の判断法とし

て次のように説かれている。

観点望気による予想と，ラジオが伝える予報とが一致

したときは信頼してよいという。

観点望気とは，風向きや雲の形などの状態から判断す

るものである。たとえば朝焼けは雨のきざし，夕焼けは

晴れのきざしといったものであるが，この適中率は春が

いちばんよく80％程度，夏から秋へと適中率はだんだ

ん悪くなり，冬は50%以下とのこと，ただし朝夕をと

わ説見るからに毒々しい色に焼けた時は悪天のきざし

というのは信用してよいという。

問題はこの予想とラジオの予報が食い違った場合であ

る。そうした場合の判断の方法をいくつか例をあげて説

明しているが，たとえば，雷はむくむくと雲が盛り上が

っている段階から発生しはじめるが，そうした雲の気配

を察したら，ラジオのダイヤルを周波数のいちばん小さ

､､NHK第1よりもさらに小さい方へ回して，ガリガリ

という雑音に注意し，雑音が盛んに聞こえるようになっ

たら，まだ雷の音が聞こえなくても危険信号である，な

どである。

作業にかかろうとしている場合，これから天気が急に

変わるかどうかの判断を必要とするときなど，いろいろ

示唆にとんだ話がのせられている。

名古屋営林局新城営林署岡崎勇

機械化林業No.2371973年8月P55～64

新城事業区のヒノキを主体とした人工林(6,000ha)

を対象として，間伐木集材のために，同署が開発した自

走式小型ウインチによる簡易架線集材の紹介である。

実験対象林分（段戸国有林79い）の.平均胸高直径は

25.4cmであるが，柱材適材径級以下のものを間伐し，

大径材林に誘導しようとするものである。

自走式小型ウインチは，自走式造林機械（ハソマーナ

イフモア）に小型集材機（南星K-O)をアタッチメン

トして取り付けたものである（総称して，ウインチエー

スHM100-U)。

簡易架線の張り方，林内集材方法，作業功程および労

働生産性等について図解入りで詳しく述べられている

が，実験結果は良好であり，次のような利点があるとし

ている。

①地形に制約されず必要な箇所に容易に自走し，3

人’組の少人数で短時間に架線が可能であり，使用範囲

が広い。

②集材面積が比較的広く，人力木寄せを行なう必要

がなく労働を軽減できる。

③小型機械で安全性が高く誰でも使用でき，しかも

使用索が細く取扱いが容易である。

④従来の間伐木集材に比べ，高能率でコストが低減

できる。

⑤短スパンの小型機械であるので，高密路網下にお

ける小面積皆伐の集材作業に適している。

へ

4

囮

間伐材の生産経費（事例報告）

県林試松永寿郎

ひろしまの林業No.2701973年9月P6～7

－33－



この調査率例は，単線循環式軽架線を利用した場合の

作業上の問題点や作業行程，採算性などについて詳しく

調べたものであるが，ここには，そのうちの伐出経費に

ついて紹介されている。

県内布野村森林組合が作木村女亀山県有林で行なった

事例であるが，調査地の概要，所要労働力，使用機械と

損料直接生産経潰，総生産経費等についての資料をそ

えて詳しく説明されている。

戦後植栽された造林地の多くが間伐期をむかえている

が，労働力不足や賃金の高騰などで間伐が思うように進

まないという事情があるとはいえ，間伐に要する経費，

販売額についての情報不足も大きく左右している。そう

した情報を補う意味で参考となろう。

山村の観光開発と林業

西村山地方事務所

山形県林務だよりNo.1981973年8月P4～5

国立林試の柳次郎氏が，同県の林業開発事業を指導さ

れた際話されたものの要約である。

山村観光開発の現状と性格，緑の空間計画の提唱とそ

の批判，林業と観光開発，山村観光開発の問題点，開発

の位置づけと実行主体，私的投資と公共投資，観光開発
の条件，観光開発は収入部門の新設等にわけて説かれて

いるが，腱業・林業の生産の場をそのまま他の観光資源

と組み合わせて観光商品化すること，観光ルートにのせ

ることは可能であるとしている。

間伐して果して得するか？（その2）

長崎県・県森連

長崎の林業No.2161973年8月P4～5

間伐してはたして得するのか，損をするのか見当がつ

かないとして，県と県森連が主体となり，町および森林

組合の協力を得て，ある林分を選び，実際に間伐をして

どうなるかを総合的に検討し，実行した結果の紹介であ

る。

選ばれた林分の地利はよく，ヒノキ（17年，21年)，

スギ（17年，35年）林分でその面職は3.69ha,間伐材

積は78.0m3(素材で42.7m8)で，差引きnl8当たり

3,487円の収益があったという。

伐出作業，採材方法，間伐材の用途などについて，間

伐事業功程比較表，間伐材の販売材積と販売額の資料を

そえて具体的に説明されている。

緑化樹木の生産と流通の実態

林総協大久保昭

グリーンエイジ23～71973年7月P14～18

林野庁の委託調査結果の要約紹介であるが，緑化樹木

の流通問題に焦点をあて，その実態と問題点を把握しよ

うと試承たものである。ここには民間の実態に問題をし

ぼり，その一部が紹介されている。

生産地は戦前からの先進地と昭和30年ごろからの新

興産地とに大別され，前者は活況を呈し生産量の伸びも

20～30％程度とゑられるが,後者は未熟であり，いわば

先進地に従属した形で活動が行なわれている。これらの

産地は，経営規模が零細で私的需要に対応した生産構造

となっている。現実には，公共的需要が総需要量の約

60％を占めるなど生産構造が需要構造に対応していない

し，販売形態も多様であり，流通経路も複雑であるが，

そのへんの背景について分析されている。

林地区分と造林作業基準

林野庁業務課磯利彦

スリーエムマガジンNo.1491973年8月P2～5

造林事業はまず造林できる箇所とできない箇所とを区

分することにあるが，現場でこれを実施することはなか

なかむずかしい。また造林の適否だけでなく，林地の目

的や機能に応じて施薬法を取り上げる場合，何かよりど

ころとなるものが，ある程度体系的に整理され，現場と

結びつくことが必要であるとして，林地区分と作業基準

の設定についての考え方が述べられている。

要するに，林地区分（横のカード）と作業種（縦のカ

ード）をうまく組承合わせて最適な作業基準をつくるわ

けであるが，林地区分は森林の機能区分にはじまり土地

生産力まで，立地条件と組承合わされた作業種の適用

は，組み立てられた作業埜準を参考にして実行担当者

に，その現場に股適な施業を選択させるというものであ

る。林地区分と作莱基準による造林事業は，結局，造林

成綴の向上につながるものであるとしている。
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合(ASEAN)後援のもとに多数の地域内企業・団体が

地域における諸国間の協力推進のために設立された。委

員会はこれら企業・団体を林業分野における協力発展に

利用する機会を検討し，またそれらの協定した行動を確

保する方針，方法・手段を分析することが求められる。

林業紹

○森林政策の諸問題

4．国々の森林政策修正の経過

(a)森林政策樹立の方法論：最近数年間にオース

トラリア，マレーシア，ニュージーランドで種盈の方法

論が土地利用と森林開発の二者択一の決定を指導するた

めに展開された。地域のすべての国によるこの分野での

行動を刺激する目的をもって，委員会がこれら方法論に

関する情報を備えること，およびでき上がった結果の分

析を求めることが意図されている。

(b)アジア太平洋地域に対する木材動向調査：事

務局ノートは次のことを用意する，すなわち，アジア．

極東に対する第2次木材動向調査立案の経過および予備

的調査結果の情報提供である。委員会はその見解を述べ

ること，また仕上げ前に調査に関し助言することを求め

られよう。

(c)環境上の考慮一森林政策および管理との関

連：事務局ノートは最初に環境インパクトがどう現地状

態の相異と関連するかを開発視点から検討するだろう。

したがって，これら環境インパクトは次のようなことば

で林業的視点から評価される，すなわち収穫保続林業に

おける環境効果，林業に対する種奄の人間環境問題との

関係，林業開発計画の樹立と施行における環境思考の役

割，である。ある場合，アジアにおける土地利用計画に

関し環境的に合理的な調査が審議されよう。環境モニタ

リングと総合的土地利用計画の概念提起について援助す

る国際機関の機会が検討される。委員会は，1972年スト

ックホルムで開かれた人間環境に関する国連会議後続け

られたFAO活動について報告され，地域における状況

と問題点を検討する機会をもち，さらに今後の行動に対

する委員会の勧告ほ1974年ローマで開かれるFAO会

議の次回林業委員会に付託されることになろう。

(d)公有地における森林伐採契約：事務局ノート

は林業および林産業開発の拠り所として木材利用契約を

作成する場合，政府によって考慮さるべき政策・制度の

選択および技術的要求を簡単に報告する。会議での審議

はFAOの国連開発計画の示す幅広い指針〃公有地にお

ける森林利用契約の手引き〃の範囲内で，地域における

国為の要求によく適応する契約要点を決定することを目

ざすべきであろう。

FAO

アジア太平洋林業委員会の

第9回会議

標記の会議は1973年9月20～28日キャンベラ（オー

ストラリア）にて開催され各議題について討議し，会議

終了後9月30日～10月3日蓑でパプア島（ニニーギニ

ア）の見学旅行を行なう。農林省が去る8月24日に決め

た海外農林開発公団の事業内容とも関連すると思われる

ので，主催事務局の提示する仮議題(ProvisionalAge-

nda)の内容をここに伝えることにする。なお日本（林

野庁）からは会議資料として.4fOutlinefOrNational

ProgressReportonForestry''を提出するとともに代

表者を派巡する。

U

ひ
垂

○手続事項

1．議題の採択2．役員，幹事の選出

○一般報告

3．地域における林業の状況

(a)各国林業のその後の進展報告：この項の目的

は代表者たちに地域の国交における林業，林産業の分野

での最近の発展を知る機会を与え，その発展について意

見と経験を交換し合い，議題に含まれない，しかも委員

会の注目に値する問題を提起させることである。報告は

FAOの配布した要綱にもとづきメンバー諸国によって

提出されることが期待される。これら報告原文の写しは

会議前に代表者たちの手に入るだろう。各国の報告から

生じるおもな結論を強調して両使用語（英語フランス

語会議ではこの両国語を使用する）による事務局ノー

トが準備される。

(b)地域におけるFAO活動；事務局ノートはF

AO予定の委員会およびその前会議以後の地域活動の報

告を用意する。代表者たちはこれら活動を批判し，将来

の活動を提案することを求められる。

(c)林業分野における地域協力の動向;FAO,7

ジア極東経済委員会(ECAFE)および東南アジア諸国連

～

▲

｡
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(e)教育と訓練：林業教育・訓練世界協議会(19

71）に付託されたこの標題の地域調査の最新かつ拡大さ

れた所見が今回の委員会に再吟味のため提出される。そ

れは国盈の報告や地域における専門家とFAO事務局員

によって集ぬられた最近の情報を総合した資料である。

この群議は主として，現在の林業教育・訓練システムの

改良と発展について訓練された林業職員の雇用者一般の

一致した見解を引き出すことを目的とする。林産業につ

いての重要な訓練問題は地域の国点におけるこの線に沿

った現在の努力によって喚起されるだろう。

5．地域における林業開発援助一多辺的（多数国参加

の）または双務的援助

この項は林業および林産業の分野における最近の援助

計画の動向と新規開発計画の進行について国際または国

の援助機関の代表者たちに対して各委員と意見，情報を

交換する機会を与えることを企図するものである。

6．熱帯林の副次的樹種の利用

オーストラリアは副次的熱帯木材樹種の幅広い利用と

流通の可能性に関する審議資料を用意するだろう。

7．地域における野生動物の管理および国立公園の情

況と問題点の観察：地域協力の可能性

事務局ノートは種食な地域的問題に関する瀞議の基礎

となるものを用意する，すなわち，狩猟動物の調査，絶
しゆ

減のおそれある種の問題，限界生産地の開発，国境を越

えて広がる国立公園，野生動物と国立公園に関連する観

光事業，林業の普及・宣伝，野生動物の利用と経済に関

する統一した統計，野生動物と国立公園の管理規則，林

業労働，教育と試験研究のごときもの。委員会は継続的

ないかなる形式の国際協力が関係メンバー諸国の利益に

貢献するかを決めるものとし，事務局は審議を容易にす

るため他の地域においてなされた取決めを委員会に報告

するだろう。

8．地域における造木造材，運材および社会，経済的

条件

地域における伐木造材，運材のおもな要点についてゼ

ミナー式の審議が行なわれよう，すなわち，伐木造材，

運材の新技術について論評がなされ，地域へのその適用

が検討される。丘陵地帯森林の伐採や竹の収穫のごとき

特殊な問題にはとくに注意が払われよう。事務局は委員

会の体制(framework)内で森林作業および森林労務者

の訓練における地域協力の強化を提案するだろう。

○委員会の業務

9．下部組織の活動報告

委員会の2つの下部組織一林産物研究部会および森林

作業技術・森林労務者訓練部会一の司会者は前回委員会

後部会でなされた活動報告を提出するだろう。

10．次回会議の日時および場所

11．その他業務

12．報告の採択

〔葺莞注〕事謝司ノートは会議進行上の原案提供という形でか

なり詳細なものを会議前に関係諸国に送付しているのが通例で

ある。本稿は会議の概要を予報する目的で醤いたので，原文に
したがい未来形を使用した（8月30日脱澗)。

三井鼎三
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北海道林業技術発達史論

大金永治編箸

A5判386ページ2,000円

北海道大学図書刊行会発行

1973年7月31日

(札幌市北区北8条西7丁目

北大生協会館内）

明治以後のわが国農林業における

技術進歩を，単位面積あたりの生産

力増大という視点で承るかぎり，稲

作技術の驚くべき躍進にくらべ，林

業技術はどれほどの進歩をしたのか

という疑問がおこる。しかし考えて

ゑると，稲作の場合はこの100年間

に水田面積にそれほどの増加はなか

ったが，林業の場合はこの100年間

に870万haをこえるぼう大な人工

造林地を拡大し，しかも激しい社会

経済事情の変動によって林業技術は

しばしば転換を迫られ，まさに激動

の100年を歩承つつ，多種多様に発

達したのである。それらの技術のあ

るものは一定面菰からの増産を目ざ

して改良され，あるものは一定面積

から価値の高い林木の生産を目ざし

て進歩し，またあるものは労働を節

約したり作業の仕組承を変えたりし

て能率の向上を目ざして合理化され

るなど，その他いろいろの工夫をく

り返してきた。

このような考えの上に立てば，明

治以来の100年間に日本の林業技

術が，社会経済事情の激しい変動に

どのように対応し成長したかは，ま

ことに興味深い問題であるし，その

解明ばきわめて重要であるといわね

ばならない。

本書は北大大金永治博士を中心

に，道立総研の生井郁郎氏，林試北

海道支場の前田満氏，北大の和孝雄

氏の新進気鋭の学究らが集まり，5

年あ霞りの長い研さんを経て，よう

やく世に問うに至った力作で，「北

海道林業技術発達史論」と題する貴

重な文献である。本書の機成は7章

からなり，まず大金博士の一糸乱れ
せき

ぬ明蜥な理論で貫かれた本識の華と

もいうべき「林業技術発達史の分析

視点」「林業経営における経営方式

の展開と技術」を1章および2章と

し，次いで収穫（大金)，測定（大

金)，育林（生井)，保護（前’田）お

よび伐出（和）のそれぞれの技術の

展開を3章から7章までにおさめ，

心にくいまでの承ごとさで貫かれた

理論を展開し，最後に総括（大金）

と年表（生井）を掲げている。

本書の特色の第1は，北海道にお

ける明治以降の林業技術の発達過程

を，主として国家的林野所有を対象

とし，技術をつねに経営技術の視点

でと.らえ，経営方式・経営組織の発

達との関連で検討を行なった点であ

ろう。その結果，育林・保謹・伐出

の技術は，収穫・測定の技術と有機

的に結合し，経営方式の展開と軌を

一にして発達してきたと述べてい

る。

蓑た技術を規制する個別経済の経

営的性格は，国有林においては土地

純収穫説の未定着から定着へ，さら

にこれの否定を経て企業経営へと変

化し，旧御料林においては一貧して

森林純収穫説をとり，また道有林の

模範林は森林純収盤説，同じく公有

林は土地純収穫説をそれぞれとって

きたと述べている。

さらに経営方式ほ一般に，森林純

収穫説が一部の択伐および支配的な

－37－

漸伐作業と，土地純収穫説が小面積

皆伐作業と，また企業的経営が大面

稜皆伐作業とそれぞれ結合し，こ

れらは性格の異なる技術を保有して

展開してきたことを確認するととも

に，北海道における育林技術も収穫

技術も経営方式の展開に対応しなが

ら変化し，保護技術もまた経営方

式，育林技術の展開と対応して発達

してきたと，くり返し主張してい

る。

そして林業技術は労働手段と労働

力が常に統一し，各段階の経営方式

と対応するとともに，二重構造をも

って展開するものであることがほぼ

確認されたとし，さらに技術研究と

実践との対応関係の歴史的検討は今

後に残された課題であろうと付言し

ている。

ともあれ，林業技術史の研究は冒

頭に述べたように，まことに興味深

く，かつ重大な意義があると思われ

る。しかし林業技術史論の研究は，

その重要さにもましてまことに難問

である。大金博士ほか3人の学究は

5カ年の才月をこの難問ととりく

ゑ，ついに画期的な北海道林業技術

発達史論をまとめ，これを刊行した

ことは敬服のほかなく，承ごとに貫

かれた理論の跡は多少の異論はあっ

ても，必ずや読者に感銘を与えずに

椎おかないであろう。時はまさに読

書の秋，広く林業技術者に一読をお

すすめしたい本である。

（日本林業技術協会小播進）

（お申込承，お間合わぜは直接発行

所にお願いし蓑す）
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■昭和45年度林業試験研究報告
●

林野庁昭48年3月B5判320P

2．試験の方法

3．結果と考察

（1）各年度の結果

（2）処理時期と抑制効果

（3）施剤量と抑制効果

（4）2年目の抑制効果

（5）樹種と抑制効果

（6）薬害

（7）総括

4．摘要

（配付先都道府県林務関係部諜，同林試）

●

この報告書は，都道府県林業試験指導機関試験費補助

金および挫林水産業特別試験研究費補助金により実施し

た試験研究のうち45年度で終了した課題の試験結果を

主体にとりまとめたものである。

完了した研究課題は，つぎのとおり

林業経営

林業における協業化の実態調査ならびに類型化に関す

るW暁（岩手県ほか15県林試）

造林

在来スギ（天然）さし木品種の特性調査

（福島県ほか8県林試）

特殊林産

シイタケ人工ほだ場環境改善試験

（北海道ほか5県林試）

林産

ヒラタキクイムシ防除処理木材の防除効力判定に関す

る研究（慶応義塾大学経済学部教授森八郎ほか）

化粧集成材の表面割れ防止に関する研究

（東京大学農学部教授平井信二ほか）

合板壁体の耐力設計に関する研究

（東京工業大学工学部教授後藤一雄ほか）

（配付先各営林局，都道府県林務部課，同林試）

９
』

■林業試験場研究報告No.253

農林省林業試験場1973.5B5判99P

本報告書には

1．土壌および針葉の化学的組成とヒノキの成長との

関係（森林土壌におけるリン酸の可給性の指標とし

てのCarbon/organicPhosphorus比について）

河田弘，西田豊郎，吉岡二郎

2．カラマツの受粉適期と受粉回数

横山敏孝，金子富司，伊藤昌司，山崎忍，浅川

澄彦

3．日本産主要樹種の性質

材の化学組成およびパルプ化試験

米沢保正，香山彊，菊池文彦，宇佐見国典，

高野勲，荻野健彦，本田収

以上3課題が堂とめられている。

（配付先各営林局都道府県林試）

一

〃

■林地除草剤による広葉樹の萠芽抑制

一林地除草剤の利用に関する試験一

関西地区林業試験研究機関連絡協議会

昭48年3月A4判44P

l.林地除草剤による広葉樹の萠芽抑制

1.林地除草剤の利用に関する試験

一切株処理による萠芽抑制試験一

（昭和38～46年の結果の総合とりまとめ）

1，試験地の概要

？
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冒 言
＝ 誤植訂正
冒 言

：林業技術No.378(9月号)に誤植がありましたの号
言で，下記のとおり訂正し，お詫び申し上げます｡言
二 言
言 P誤正 昌
一●● ●●

言25右熊本営林局本別営林署帯広営林局本別営林署菖
畠

皇26右北見営林局生田営林署北見営林局生田原営林署薑
勤加nnw0Inl1IIIInilull山''u11n''IIJInmlIIInlMIDIIIuIII11Ihlllllinl,lIUIIhllUDIn:0111"nllljllilllIIJIIn叩置
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目＝ ＝

皇 叢 す。＝
食糧不足＝

二＝

こ

もっとも食綴の必要量は，その利用・消磯のしかた皇
＝

ニ ーニ

ミ食糧問題は人類が始萱って以来つねに深刻な問題でを変換すれば扶菱できる人口規模をかなり増大させる言
冒あり,不足でも過剰でも困る不安定なものです。ことができます。言
210年前FAO",世界の人口増加に対する食級生産そもそも動物性食湿を食べるということは，飼料の三
三 壽

皇のおくれに警鐘をならしたことがあります。そのうえなかのたん白質を肉や乳のたん白質に変えて摂取する三
三 ＝

菖昨年は各国が異常気象による凶作に見舞われ危機感がとb,うことです。その際のたん白質の変換⑳歩u篝り言

奪､懸豊灘裁為地童費脇をいとわず緋遷・灘鷲蝋燕麓蹴裟鰐雷雲
言現在の2~3倍の32億haに拡張できるが,生産力がに減らして食べていることになり霞す｡その限りでは喜
言落ちるたあ食糧生産は現在の2倍程度にとどまるだろたいへん効率の悪い不経済灌利用の形をとっているわ皇

ミ
ニ

言うといわれています･けです。
三

書いつぽう世界の人口は現在36億人，年率2.1％でもし食糧不足が現実になったら，このような形での言
三 三

言増加していますから33年後に倍の72億人に達します。動物性食湿の生産・消費は大きな制約をうけるでしょ三
＝

舅医療施設が普及して世界各地の死亡率を激減させた効う。穀物を家畜に与えるようなもったいないことをや言

冒果です。めて直接食べるようにしなければ間に合わないかもし三
三したがって,このままでいけば食糧需給の不均衡は，れません。‐三
三

＝F

三 異変がおこらなくても実現する可能性が大きいといえ三
＝ ：＝
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前
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、
日
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変
わ
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も
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深
く
反
省
し
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象
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必
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座
っ
た
叢
烹
で
、
ま
た
マ
ン
ガ

雑
誌
を
み
な
が
ら
登
山
で
き
る
世
の
中
に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
行
楽
地
と
化
し
た
各

地
の
「
秀
峰
」
で
は
、
空
カ
ン
、
空
ピ
ン
、
塩
ビ
製
品
、
紙
に
よ
る
「
登
山
公
害
」
が

ひ
ど
く
、
地
元
民
の
ヒ
ン
シ
『
一
ク
を
買
っ
て
い
る
と
い
う
。
思
え
ば
つ
い
十
数
年
ほ
ど

前
の
こ
と
を
考
え
て
み
る
と
、
山
に
登
る
人
た
ち
は
「
化
学
飲
料
」
を
持
参
し
て
い
た

で
し
ょ
う
か
。
ま
た
「
秀
峰
」
の
山
中
に
そ
の
よ
う
な
物
を
売
る
店
が
あ
っ
た
で
し
生

う
か
。
「
い
え
、
い
え
」
登
山
す
る
人
た
ち
は
皆
、
自
分
で
歩
き
、
お
茶
を
満
た
し
た

水
筒
を
持
参
し
た
り
、
沢
水
を
飲
ん
で
の
ど
を
う
る
お
し
て
い
た
も
の
で
す
。

国
土
で
保
持
し
き
れ
な
い
人
口
を
有
し
、
「
経
済
大
国
」
に
は
な
っ
た
け
れ
ど
、
同

時
に
「
公
害
大
国
」
に
も
な
っ
て
し
ま
っ
た
日
本
で
、
よ
う
や
く
大
量
生
産
、
大
量
消

費
の
風
潮
が
何
を
も
た
ら
し
た
か
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
。
そ
こ
で
こ
こ
へ
来

て
に
わ
か
に
「
資
源
の
再
生
利
用
」
が
脚
光
を
浴
び
て
き
雲
し
た
。
一
と
き
、
再
生
利

用
は
経
済
的
に
引
き
合
わ
な
い
の
で
、
生
産
者
も
流
通
業
者
も
ソ
ッ
ポ
を
向
い
て
き

た
。
ま
し
て
昔
と
違
っ
て
価
格
の
中
に
占
め
る
人
件
費
が
異
常
に
高
い
今
日
、
「
そ
り

ゃ
Ｉ
、
理
屈
の
上
で
は
そ
う
な
る
け
れ
ど
現
実
に
は
手
が
け
る
人
は
誰
も
い
な
い
よ
」

と
思
っ
て
い
た
ら
、
再
生
利
用
を
行
な
う
企
業
に
は
助
成
金
が
つ
く
と
い
う
結
概
な
お

膳
立
が
あ
る
そ
う
で
す
。
あ
り
が
た
い
こ
と
で
す
。

一
方
、
公
害
防
止
、
環
境
保
全
の
立
場
か
ら
都
市
緑
化
の
必
要
性
が
一
、
二
年
ほ
ど

前
か
ら
強
く
要
請
さ
れ
だ
し
ま
し
た
。
す
る
と
い
ち
早
く
、
個
人
所
有
の
喬
木
に
対
し

て
大
切
に
保
育
管
理
し
て
も
ら
う
た
あ
「
補
助
金
」
を
支
出
し
た
り
、
公
費
で
「
保
育

指
導
」
を
す
る
と
い
う
都
市
も
で
て
き
ま
し
た
。
あ
り
が
た
い
こ
と
で
す
。（
資
太
山
）

《
９
１

印
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州"剛"‘"‘州"第2'回奪藝写真コンクール作品募集"‘‘州"‘'‘‘岬岬“
主催・日本林業技術協会

後援・農林省・林野庁

題材

○森林の生態（森林の景観一環境保全・森林動植物の生

態・森林被害など）

○林業の技術（森林育成一育苗・植栽・保育等一木材生

産・木材利用など）

○農山村の実態（生活・風景など）

○都市の緑化

年月日⑥撮影データ，など。

○締切昭和49年2月末日（当日消印のものを含

む）

○送り先東京都千代田区六番町7日本林業技術

協会，第21回森林・林業写真コンクール

係

○作品の帰属およびネガの提出

入賞作品の版梅は主催者に属し，応募作品は返却しな

い。作品のネガは入賞発表と同時に提出のこと

P

、
』

応募規定

○作品一枚写真(四ツ切)，白黒の部，カラーの

部にわける

○応募資格作品は自作に限る。応募者は職業写真家

でないこと

○応募点数制限しない

○記載事項①題名②撮影者（住所。氏名・年齢・

職業）③内容説明④撮影場所⑤搬影

審査員

（順不同，敬称略）

島田謹介(写真家)，小笠原正男(林野庁林政課長)，八

木下弘(写真家)，江藤素彦(林野庁研究普及課長)，

小田精(日本林業技術協会専務理事)，原忠平(全

国林業改良普及協会専務理事）

し森林航測編集委員会q

8月30日（木）東京都千代田区六番町，主婦会館会議

室において開催。

出席者：小野，西尾，渕本，正木，持田，山本の各委

員と，本会から，成松，丸山，八木沢，福井

杉山

P林業技術編集委員会ぐ

9月5日（水）東京都千代田区六番町，主婦会館会議

室において開催

出席者：下山，杉原，只木，中村，西口の各委員と，

本会から，小田，八木沢，寺崎

協会のうごき
一条一

。第2回常務理事会

昭和48年9月26日（水）正午より東京都千代田区六番

町，主婦会館会議室において開催した。

出席者常務理事：伊藤，浦井，遠藤神足，篠崎，

高見，徳本，孕石

本会より：福森，小田，堀，梶山，丸山，吉

岡，松川，坂口，以上16名

福森理事長より挨拶があり，引き続いて議題である梁

務の進渉状況，会館建築についての進渉状況を理事長よ

り説明ならびに報告があった。

FW

夕

ノ

６
Ｌ
▼

昭矛鯉8年10月10日発行

林業技術第379号

編集発行人福森友久

印刷所合同印刷株式会社

◎支部および支部連合会総会の開催

○日林協関西，四国支部連合会合同大会総会が9月29日

午前9時より和歌山県高野山中学校講堂において開催

され，本部より福森理事長が出席した。

○日林協新潟県支部総会が9月28日午後1時から新潟市

土地改良会館において開催された。

一 一

発行所社団法人日本林業技術協会
東京都千代田区六番町7（郵便番号102）

電話（261）5281（代)～5

編築室（261）3412
（擾替東戒60448番）

－40－
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団
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涌
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段
１
回
削
剥
側
部
、
訓
聞
厚
巴
同
、
轍

に
ご
注
文
く
だ
さ
い
。

各
樹
木
の
栽
培
・
経
営
の
具
体
的
ケ
ー
ス

を
一
○
○
品
種
以
上
解
説
。
こ
れ
か
ら
植

木
生
産
を
は
じ
め
る
方
々
に
も
、
初
歩
か

ら
や
さ
し
く
解
説
し
て
あ
る
の
で
、
具
体

的
に
役
立
つ
。
本
書
は
、
〈
図
解
植
木
の

ふ
や
し
方
、
〈
図
解
植
木
の
仕
立
て
方
〉

の
姉
妹
編
と
し
て
お
く
る
も
の
で
、
は
や

く
も
各
農
業
団
体
か
ら
の
多
量
注
文
を
受

け
て
い
ま
す
。
お
早
目
に
お
近
く
の
書
店

Ⅷ
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下
旬
発
売
／
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森矛計測林刊学薪マ
京都府立大教授大隅真一博士｡山形大教授北村昌美博士

侭州大教授菅原聰博士，他専攻家3氏共著
A5上製440頁･図64坂定価1600円・送料170円

口

森 学毛
各学術の入門者がたやすく学べる統計の理論と応用方法

京大準岸根卓郎博士箸（新刊出調

總瑚統計理論慧鐡紳悪晶瀧
コンピュータを中心とする情報化社会におくれないたあ

には，統計学の理解と応用こそ緊要課題である。本書は

この観点から近代統計学の理論と応用が体系たてて容易

に理解でき，この一冊あれば初心者でも完全にマスター

できるよう新しく編成された入門書です。林学の学生，

研究者，技術家も身につけおくべき知識の懇切な新著。

従来の測樹学に最新の計測技術を導入した画期的傑作

本書は近代林業を目指して従来の測樹学を脱却し，章を

緒論(概念,範囲と分け方,小史,記号,量と単位,精度その

他),1樹木の測定噸説,幹形,伐採木の測定,立木の測定，

樹木の生長愛の測定樹木の重量の推定),2林分の計測

(概説,林地面積の測定,毎木調査による林分材積の推定，

標準地又は標本地による材稜の推定，プロットレスサン

プリングによる推定,続空写真による推定,林分重量の推

定,林分生長量の推定と予測),3大面積の森林蓄積の調査

(概説,航空写真の応用,標本調査による森林蓄積の推定）

付録＝森林計測のための統計的基礎，関係付表,に分ち，

森林を対象とする計測技術の新しい体系を確立した新著

'|撫鍔織鑑兼算学
酉
一
【

業 ｛
鳥取大学助教授栗村哲象著（新しい林価算法較利学）

A5上製400X･図30版定価1500円・送料140円

本書は,従来の林価算法較利学を徹底的に批判摂取し,近

年急速に発展しつつある会計学，特に管理会計論を参考

とし,新しく林業管理会計論を体系化した新著で,編を1

総論，2林業個別管理会計論(林業資産評論論,林業投資

決定論，3林業総合管理会計にわかちて説明すると共に

殊に類書にない株価算法と一般の不動産評価法との関係

を明かにし,また,一々問題と解答を掲げて詳述してあり

林業家,学生,技術家は勿論農業経営研究家の必読書。

＝

京大教授赤井重恭博士著（樹病と木材腐朽の新解説）

樹病学総論鐵織0腎尊蝋鵬
章を○序論○樹木疾病の原因○伝染病の発生機構○樹木

(林木)の保護対策○材質腐朽と防腐にわかち,従来と異る

編成で,新しい研究と実際防除に役立つよう簡明に記述。

l

◆

尭行蕊篭蔑鑿鴨筐欝〕蕊養賢堂
一 一 ■■■

●ー 一 一 帥■■■一● 餌

デンドロメータ朋型 (改良型日林協測樹器）
35，000円（送料共)20mテープ2,000FJ

坐
ご
坐
合

式
高
巾
長

形
一

重量4609ｍ
ｍ
ｍ

ｍ
ｍ
ｍ

７
０
１

４
５
－
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１
１
１

主な用途

a.ha当り胸高断面職の測定

b.単木および林分平均樹高の測定

c.ha当り材積の測定

d.傾斜度測定

e.方位角測定および方位設定

東京都千代田区六番町7鞭日本林業技術協会鳴篭甥l);2:'0嶬縛
＝－一子一一一一 ーわー一ーq一一一



図面の面積を測るときプラニメーターが便利です

ｵーバｯｸE'ならもつとべんりです

豊蕊鍵鍵 Ｒ
ｒ
由

I

定|荊始時ワンタッチで目礎をO位置にセットできます。二度の

算の必要がありません。

砿針がないので図而上に世いただけで使えます。長大図面の測

積分車帰零哩一一O.bac装置一測定開始時ワンタ

読取l)や差引き計算の必要があり

直進式-Lineartype

定も一度で済みます。

No.001単式=¥18,000N0.002遊標複式=¥20,000ルーペ式と指針式があります。

蕊悪
森林測量に新分野を拓くウシカタ

蝋
１
１

；
識

NO.S-25トラコン
牛方式5分読コンパストランシット

望還鐘・････…．…・・………….i2X

水平分度5分読…･帰零装置付

Y32，000

NO.9D･ISD…ワイド輪尺
測定長が伸びるジュラルミン製のスマートな輪尺

No.9，…･…･･･････…････90.,刃まで=Y7,500

N0．13，…………･･･130.梶zまで＝￥8.800

コンドルT-22
牛方式双視実体鏡

2人が同時に同じ写真像を観測できます。

￥270，000

皿 峠方商会 東京都大田区千鳥2-12-7★誌名ご記入の上カタログご請求くださいTEL(750)0242代表〒145
U垂hi虻ata
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プロカ●訂E明する 昭
和
四
十
八
年
十
月
十
口

昭
和
二
十
六
年
九
月
四
日

CP方式防振内蔵
｜I I

CushionedPower-CPシリーズ
11

発
行

鯏
壼
種
郵
便
物
認
可

MEcULLDCH

SP-SO

SP-BO

SP=125

今、全国各地の森林地補から、これこそ本

当のスーパープロだ、との報告がきていま

す。画期的なSPタイプをお試し下きい。

１（
毎
月
一
回
十
日
発
行
）

米国マツカラー社日本総代理店

八 蕊宝一*IT商で万会社

機械木部・東京都中央区E本檎1-3-139(北海ビﾙ）電話03(273)7841(大代）
営柴所･小簿電賭0134(24)1311㈹東京電話03(647)7131IU

盛周電篭0I96(23)4271縄大願電話06(362)810"

郡山電謹0249(32)5416㈹福国電藍092(75)083" 林
業
技
術

I ’元

Ｉ ⑩ 写真部門●

航空写真､地図第二原図､その他あらゆる写鄭織

qD製造部門●

伸縮のない､M剛ない､膿渡の高い製図用フィルム

⑩機器部門●

而積測定器､デジタルカラー解折装置

弓●

咽､その他あらゆる写真作業 第
三
七
九
号

』

｜

豚圃株式会社きちと
本社東京都新宿区新宿2－7－I

TELO3(354）0361〒l60
大阪支店大阪市天王寺区牛王寺町2－II

TELO6772》1412〒543
名古屋営業所名古腫市瑞穂区妙音通り2－51

TELO52<82215121〒467
札幌営業所札幌市中央区北五条西I7－4－I2

TEl－01I（6311442I〒060

福岡営業所福|研市卿多区奈良屋町l4－20
TEl－092<27》0797〒810

埼玉営業所埼玉県与野市鈴屋11I5－2
TELO488K5313381〒338

(株)東北きもと宮城県仙台市中央4－8－I
TELO222(6610151〒980

<株)沖繩きもと沖繩県那砺市東町I9－9
TELO988【6815612〒900

エ場茨城・埼玉・東京
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